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I部　作成にあたって

1　日　　的

食物アレルギーは生命の危険にもつながる重大な疾患であることから、症状に応じた

学校給食の提供など食物アレルギーをもつ児童生徒へのきめ細かな対芯が求められてい

ます。そこで、本市では学校給食における「足利市学校給食食物アレルギー対応マニュ

アル」（以下「マニュアル」という。）を策定し、学校・保護者・市・医師等が一体とな

って必要な情報や除去食・代替食の提供等の対策を講じることにより、児童生徒が楽し

く健康で安心な学校生活を送れるようにします。

2　背　　旦

平成13年4月に厚生労働省より指定するアレルギー物質を含む食品について、特定

のアレルギー体質をもった方の健康危害の発生を防止する観点から「アレルギーの原因

となる食品」の表示が義務付けられるなど、社会全体においても食物アレルギーに対す

る対応が急務となっています。

平成19年3月に文部科学省が公表した「食に関する指導の手引」の中で、食物アレ

ルギーに関して．「食物アレルギーの児童生徒も増加する傾向にあり、家庭はもとよ、り学

校においても対応が求められています。児童生徒への集団指導を進めるだけでなく、食

に関する健康課題を有する児童生徒の個別の事情に応じた対応や相談指導を行うことが、

児童生徒の健康保持・増進のためには大切です。」と示されています。

同年4月に文部科学省が公表した「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」におい

て、アレルギー疾患に関しては、平成16年6月末時点で、公立の小、中、高等学校に

所属する児童生徒のアレルギー疾患有病率は、ぜん息5．7％、アトピー性皮膚炎5．5％、

アレルギー性鼻炎9．2％、アレルギー脚莫炎3．5％、食物アレルギー2．6％、アナフイラキ

シー0．14％であるとする調査結果を公表し、「アレルギー疾患はまれな疾患ではなく、学

校保健を考える上では、既に、学校に、クラスに、各種のアレルギー疾患をもつ子ども

たちがいるということは前提としなければならない状況になっている。」との認識を示し

ています。

平成20年3月には、財団法人日本学校保健会から、「学校のアレルギー疾患に対する

取り組みガイドライン」が公表されました。その中で、「学校給食は、必要な栄養を摂る

手段であるばかりでなく、児童生徒が『食の大切さ』、『食事の楽しさ』を理解するため

の教材としての役割も担っています。このことは食物アレルギーをもつ児童生徒にとっ

ても変わりはありませんので、食物アレルギーをもつ児童生徒が他の児童生徒と同じよ

うに給食を楽しめることを目指すことが重要です。学校給食が原因となるアレルギー症

状を発症させないことを前提として、各学校、調理場の能力や環境に応じて食物アレル

ギーの児童生徒の視点に立ったアレルギー対芯給食を提供することを目指して学校給食

における食物アレルギー対応を推進することが望まれます。」と、学校給食での対応の基

本的方向が示されました。

さらに、平成21年3月に示された「学校給食実施基準」（文部科学省告示第61号）

第3条において『児童又は生徒の個々の健康』に配慮するものとされています。

3　本市の現状と課題

平成23年4月に市立小中学校で実施した健康調査の結果によると、小学生は8，200

名の内446名（約5．4％）、中学生は3，989名の内231名（約5．8％）、合計12，189名の
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内677名（約5．6％）が何らかの食物アレルギーをもっていると、保護者からの申告を得て

いますが、現在の対応として、保護者から要請があった場合、牛乳の代替飲料として麦

茶を提供したり、事前に給食の食材に関する情報を提供し、弁当を持参してもらうなど

の対策を行っています。

しかし、同調理場による大量調理方式をとる本市においては、食物アレルギーをもつ

児童生徒に対し、どのようにきめ細かな個別対応を行うかや、行政・学校・保護者・医

師等の関係者が同じ認識のもとに食物アレルギーを捉え、連絡調整を図り、いかに除去

食や代替食の提供を実現していくかなどの課題があります。

4　実施にあたって

本市の現状と課題を踏えて、マニュアルを作成しましたが、これに基づき個々に応じ

た適切な対応を行う必要があります。

このマニュアルは、現在のところ適切と思われる対応策をまとめましたが、アレルギ
ー疾患の診断や治療方法は常に変化しています。従いまして、今後も最新の情報に基づい

た取り組みを行う必要があることから、引続き関係者の意見を聞きながら柔軟に修正して

まいりますこ

また、実際の対応にあたってば新たに「足利市学校給食食物アレルギー相談医」を

委嘱し、常に連携を図り、医学的な指導・助言を受けながら適切な対応を行うように努め

ます。
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Ⅱ部　食物アレルギーについて

9　●〟、

食物アレルギーとは「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的磯序を介して生

体にとって不利益な症状が惹起される現象」をいう。

※食中毒、毒陛食物による反応、食物不嗣症（仮陸アレルゲン、酵素異常症など）は含まない。

出典：「食物アレルギ「教案ガイドライン創成」日本小児アレルギー学会食物アレルギ・づさ貴会

食物アレルギーとは

免疫が過敏に働いているアレルギー ����） 

私たちの体には細菌やウイルス

などの病原体の侵入から体を守る

「免疫という働きがあります；

ところが、この免疫が有害な病原

体ではなく、本来無害なはずの食

べ物や花粉などに過敏に反応して、

私たち自身を傷つけることがあり、

これを「アレルギ「反応」と呼ん　事体

でいますこ食物アレルギーは、食

物を食べて起きる体に有害な反応

のうち、免疫システムが働いてい　・く

るものと定義されています。　　　　　●

病気が起こるのを宋熱に踏ぐ． 臆這細胞から出る化学展董穀！責が、

アレルギー長春を這こす．

食物アレルギーと間違えやすい病気 

食物が引き起こす有害な反応でも、サルモネラなどの食中毒や牛乳を飲むとおなかがごろ

ごろする乳糎不耐症は、免疫は関係ありませんから、食物アレルギーではありません。

体質的に食物を消化できない 凭���ｹﾈ�/���嶌,X*ｸ+虻ﾙ?ｸ/�序-�,h岔y�/�+x.��∴食物香南症‾‾ 
‾言食中喜一二 �� ��食物の中の病原体や毒素で発病 凭���6ﾘ8ﾘ4X488ｸ5�,X刮�X+8.ｨ+ﾙ�h4ｸ4ﾈ,�.h.�ｩy��

言i「発酵時物質 一二一一‾種辞し亮ゲ 凵j ��食物に含まれる化学物質が原因とな ってアレルギ二様の症状を起こす∴ 凭�����7�,ﾉx�+�+ﾙ�(ｹｸ,�.h.�+h/�-ﾉ�ﾒ�

※アレレケン：アレレキーを引き起こす原因となるもの正路こはアヤレキーを引き起こす物質餅原）を指し、その抗原を含んだ物質（食品）

を指すこともある。

※千言盲抗体：花粉などの異物抗原が体面掛すると作られ、脂観鞄と結合する物質胴鞠蝿と結合した状態で再び良人した抗原と結合

すると月醐包から化学物質が放出されアレルギー反応が起きる。I gG揃叔ま全坑体の8曾以上を占める抗体だが、炎症やか

ゆみを引き起こすことはなしも
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食物アレルギーの症状

図にアレルギー症状で病院を受診した即時型食物アレ

ルギ「患者さんの症状の出現頻度を示します（平成幻年

度望E労筏科挙研究証穀舘こよる）。最も頻喪の高い症状

馳軸睦沢㊤華、重壷のショック症状も11．3焔≡在

しま‾費　日本で毎年3人程度アナフイラキシーショック

が原因で亡くなっ廿、ま‾丸

食物アレルギーでは、

以下のような、全身の

多彩な症状が起こります。

1．皮膚の症状

かゆみ、＿じんま疹、発赤、湿疹

2．眼の症状

結漠の充血かゆみ、涙、まぶたの腫れ

3，日〃のどの症状

ロの中の違和熟圃場のどのつまった

感じ、声がれ、のどのかゆみ、イガイガ感

4．消化器薩状

出典：厚生労醐科学研究費補助金免疫アレレギ「疾患等予　腹鼠はさけ・嘔吐下痢、血便

防・泡薪諏究事業「食物アレルギーの発症・重症化予

防に関する研究」　平成20年

5．鼻の症状

くしゃみ、鼻汁、鼻づまり

6，気管支“肺の症状

息が苦しい，咳ぜ－ぜ一する

7．循環器症状

頻派血圧階下

8．神経症状

ぐったり、意識韓

食物アレルギーのタイプi 

食物アレルギーは食後2時間以内に体中が赤くなったり、じん

ま疹がでたりする郎詩聖が典型的ですが、他にもいろいろなタイプ

があります：

1．即時型

食後2時間以内に、じんま疹、咳、呼吸困難を起こしてくるタ

イプで㌔食物に対して作られたIgE抗体が園芸と考えられてい

ます。皮膚症状と呼吸器症状など複数の蔵謁の轟状が問詰こ起き

てくると、特こアナフイラキシーと呼ばれます；

〈特殊なタイプ〉

●口腔アレルギー症院議

花粉に対するIgE抗体が、果樹控藻と反応するために起こる

即詩聖アレルギーで消化されると反応しなくなるため、ふつうは

口の中がどリビリしたりかゆくなったりするだiT帥；、大量に食

べて全身症状が出てしまうこともありますこ

●食物按前避雷弼誘発アナフイラキシー

食べるだけなら平気でも、食後運動するとアナブイラキシ一一が起

こることがあります。連動で腸での消化や吸収に変化が起き未消

化なタンパク質が吸収されてしまって起きると考えられています。

2．食物アレルギーが関与する

乳児アトピー性皮膚炎

乳児のアトピー1唖輔車炎心も食物アレルギーが原因になっているこ

とがありますこ食弗こ対するlgE琉体の他にリンパ球の反応簾田胸腔

免砂も関与するとされていま‾㌔

アトビ「陛皮膚炎の中で食物アレルギ「全館強ば乳幼児でI鞠40％

で成熟事軋、次覿こ減り学童以上では10％以下になります；

3．新生児・乳幼児にみられる

アレルキL性胃陽炎

ミルクや母乳中の食物タンパクが原因となり、新生児や乳児が、血

便・下蘭などの消化器墟…状を起こす病気です÷lgE抗体の関与は少

なく、細閻生免喪が関与すると考えられ廿、ま一九

アナフイラキシ「 

即時型アレルギー反応のなかでも、じんま疹だけや腹痛だけさど一つの閻ことどきらず、皮膚（じんま疹や発赤、かゆみ）、呼吸器（咳、くし 

やみ、ぜ」ぜ－、呼吸園妙、消化器（腹痛、嘔吐）・、循環器（脈力執ヽ、血圧億円、神経（活動陸の変化、意識の変他など按数の臓器の症状が 

あらわれるものをアナフイラキシーと呼びます。食物以拙こも、薬物やハチ毒などが原因で起こります。血圧低下や意識寵雪などのショック症状 

を伴司君命は、アナフイラキシーショック《寧乎び、生命をおびやかす危険な状塵です。 
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アレルギーを起こしやすい食品

以前3大アレルゲンと言

われた鶏卵、乳製品、大豆の

うち、大豆が減少して小麦が

これに変わりました。また、

これら以外にも様々な食品

に対するアレルギーが増加

しており、特に乳児期の落花

生と魚卵（イクラ）が注目さ

れます。

摂取後60分以内に症状が出現し、医療機関を

受診した患者数

バナナ　サバ　ヤマイモ．

●年齢とともに変化する食物アレルギー

※乳児から幼児早期の即時型食物アレルギーの主な原因である鶏

卵、乳製品、小麦の多くは、その後加齢とともに80－90％が耐

性を獲得していきます；0壷状が改善される）

※学童から成人で新規発症してくる即時型の原因食物は甲殻類、小

麦、果物、魚類、そぼ落花生が多く、耐性の獲得の可能性は乳児

期発症に比べて低い。僅獣が改善されにくい）

≪年齢別主な原因食物≫

0．7鱒∴∴を時節‘0．6％ ��

諾焦　　誓 ��
13X ��
・大豊 ljX 亳�dﾒ�

そば �3��C�����

～．4，l ��

ェビノ′／1轍花生 ��

3．0購　　　　　▲jX ��

イクラ” ��

4．oX　　　　　　　　小壷 俛����������

暮し集輪　　　乳要員 ��

210％・ ��

0歳 n＝1270 ��ﾜ�����c湯�2．3歳 ∩…＝594 滴�ﾃhﾜ����+�+�CSB�7－19違 n…＝499 �#���決�2����3cb�

皿1 ��Xﾇｹy��鶏卵 ��Y��+"�鶏卵 俟(ｦｹ}��甲殻類 

62％ 鼎X�2�30％ �#8�2�16％ ����2�

No2 �?ｹ�ｹV��乳製品 �?ｹ�ｹV��R�乳製品 �����Iik��小麦 

20％ ��h�2�20％ ����2�15％ ��X�2�

No．3 傅ﾉI��小麦 傅ﾉI��串穀類 �+ｸ,��果物類 

7％ 度�2�8％ 祷�2�11％ ��8�2�

No．4 ��魚卵 �+ｸ,��果物類 傅ﾉI��魚類 

7％ 嶋�2�‾9％ ����2�7％ 

No．5 ��魚類 仍ｹy��落花生 �ｩZ厭��そば 

5％ 店�2�6％ 祷�2�7％ 

II合し 塔��2�80％ 都��2�66％ 田��2�64％ 

アレルギー物質の食品表示 

食品衛生法の改正により、

2002年4月から容器包

装された加工食品1g中に

特定原材料（卵、牛乳、小麦、

そば、落花生）が数ug以上

含まれているときにはアレ

ルギー表示が義務付けられ

るようになりました。200

8年6月には、えび、かにが

追加されています。

出典：「アレルギー物質を含む食品に関する表示に

ついて」の「璃惣こついて（平成20年

6月3日）／食安基葵祭0000001号／食安登

葬祭∞03001号）一一轍績

加工食品に含まれるアレルギー物質の表示

用語 劔劔名称 

、三卵、乳、小麦、そぼ落花生、えび 三かに 
イ　ヽ 劔 ��

瞳話頭 劔塾 ��

∴牛肉、豚肉、鶏肉 ヨさけ、さばいか、あわび、いくら 三大豆、やまいも 計ゼラチン 

ノ �� �� ��三オレンジ、キウイフルーツ、バナナ 

≡‾＝≡もも、りんご 

註　くるみ 

三まったけ 
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Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について

1食物アレルギー対応への決定

食物アレルギーをもつ児童生徒及び保護者に対し、学校生活での不安を解消するように努

め、特に食物アレルギーをもつ児童生徒の人権が守られるように配慮します。また、保護

者からの個別相談に応じる機会を設定し、正確な情報の把握に努めますこ

（1）食物アレルギー対応の実施基準

○医師の診断により食物アレルギーが明確であること。

○医師の診断による原因食の除去指示によって、家庭でも除去食を食べていること。

（2）対応開始までの流れ（面談、審査会、対応検討会の詳しい構成等は「対応開始までの流拙副を参照）

①　食物アレルギーの調査

学校給食における食物アレルギ「対策は、児童生徒の食物アレルギーの把握から始まることから、

最初に学校給食食物アレルギー調査票（様式2）、又は学校給食食物アレルギー対応調査票（様式3
－1、3－2）の提出を求めますこ

提出を求める場合、新小学1年生鰭入生）、在校生（進級時、新規発症）の2つのパターンがあ

りますこ

●新小学1年生の場合は、教育委員会から就学時鰹康診断票（様式1）と同時に調査票（様式2）

を送付し、就学時薩康診断時に保護者から学校へ提出してもらいます。

転入生の場合は、転入時に保護者から学校へ調査票（様式2）を提出してもらいますこ

●在較生の場合は、現在対応中の児童生徒を対象に次年度継続対応のため、3学期当初に学級担任

から保護者に対応調査票（様式3－1）を酉附し、提出してもらいます。

それ以外でも、症状変化（対応中止を含む）の場合は対応繭査票（様式3－1）を、新規発症の

場合は対応調査票（様式3－2）を、随時捷出してもらい迅速に対応します。

②　調査面談

新小学1年生とその保護者の情報を詳細に得ること、また申請内容を正しく把匿することや、学校

と調理場の現状をよく理解してもらい相互の信頼関係を築くことば特に重要であるため、提出された

調査票（様式2）に基づき調査面談を行います：在校生や転入生の場合も必要に応じ随時調査面談を

行いますこ調査面談は、別途定める調査面談票を参考にして行い、必要に応じて学校医の参加を求め

ることとします；

また、提出された調査票（様式2）、対麻縄杏葉（様式3－1、3－2）、調査面談票は各調理場

が調査面談終了後に取りまとめ、教育委員会に送付します：教育委員会は、送付された各様式等の内

容が食物アレルギーに該当するかどうか専門的観点から評価してもらうため、学校給食食物アレルギ
ー評価依頼書（様式4－1）と評価対象児童生徒名簿（様式4－2）を作成し、仮称）学校給食食

物アレルギー審査会に提出します。但し、在校生で次年度継続対応に変更がない場合、及び対応を中

止する場合は、調査面談は行いません。

③　食物アレルギーの評価　※（仮称）学校給食食物アレルギ」審査会設置要領

審査会は、保護者から申し出のあった食物アレルギーに関する情報を正確に判断することが大切で

あるため、食物アレルギーに該当するか等について評価を行います；

審査会は会議により評価・判定を行い、その結果を速やかに学校給食食物アレルギー評価報告書（様

式5）により教育委員会に報告します；
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④　対応内容の決定

対応検討会は、評価報告書（様式5）、調査票（様式2）、対応調査票（様式3－1、3－2）、保護

者との調査面談等の結果に基づき協議を行い、対芯内容はレ｛シレ1－4とし対応内容を決定します。

検討にあたっては、‘審査会の結果を受けて学校が保護者に学校生活管理指導表（様式6）〈診断書〉

の提出（次年度も同÷対応となる場合、及び対応を中止する場合の在校生を除く。）を求めます；

対応内容は教育委員会が食物アレルギー対応実施決定書（様式7－1）により保護者へ連絡し、

食物アレルギー対応報告書（様式7－2）により調理場へ報告しますこ

※対応レベル1－4については「Ⅲ部2食物アレルギーーの対応」を参照

（宣対応実施に向けた事前面談

食物アレルギー対応開女舗市に、児童生徒のアレルギー症状、給食における対応内容、連絡方法など

に関する共通理解を図るため、保護者との面談の機会を設けま一九

面談にあたり、教育委員会から事前に食物アレルギー個人カルテ㈲…式8）を実施決定書（様式7－1）

とあわせて保護者に送付し、個人カルテ（様式8）に必要事項を記入したうえ面談時に提出してもら

いますこ

なお、事前面談では、緊急時における各児童生徒の個別の状況に適切に対応するため、対処方法、

処方薬、緊急連絡先等について保護者と十分に確認を行い、その記録㈲堆意）を個人カルテ（様

式8）の「緊急時個人対応マニュアノ叫欄に添付します。

⑥　学校給食での対応開始

調理場、学校は対象児童生徒のアレルギーの原因となる食品や献立内容等について、保護者・学

校・調理場間の連絡・連携を図りながら学校給食での対芯を開始しますこ
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（3）個人カルテとその活用について

対応決定に至るまでに得られた個人情報については、保護者・学較・調理場間での共通理

解を図り、児童生徒の安全確保のための体制を整隋する基礎として、個人情報の保護に配慮

しながら活用を図ります。

具体的には、個人カルテを中心にその後得られた関連情報も含め集約し、学校給食の対応

はもとより、学校給食以外における食物アレルギーの事故防止に役立てますこ

一個人カルテ（様式8） 

“在学中、児童生徒の食物アレルギーの情報を記録して活用 

“最初に保護者から、対応実施に向けた事前面談時に必要事項 

を記入して学校へ提出してもらう。 

“全教職員で情報が共有できるよう、原則として職員室で保管 

し、II嘲ヽら中学校に引き継ぐ 

（4）対応内容の変更（中止）について

症状の変化により、対応内容の変更が必要な場合は、保護者から対応調査票（様式3－1）

を学校に速やかに提出してもらいます。なお、対応を中止する場合は管理指導表（様式6）

〈診断書〉の提出は求めません。
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l新小学，年生l食物アレルギ‾の調査l在校生l 

学校給食食物アレルギー調査票（様式2）を就学時 乂xｸｹ���瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ�陌�+(ﾛ蔚ｸ�况ﾈ�8�ﾃ��ｨ/�h吋�/��+X,B�劔 

健康診断黒く様式1）と同時に提出してもらう。 �.�.x*H�(�h���从倬��｣8ｧxｯｩ9h��凾ｱ次年度へ向けた継続対応の � 

※転入生の場合も様式2を蔑出してもらう。 �+ﾘ-�,ﾈｦﾙDh/�+x.��"�劔 
※症状変化（対応中止を含む）の場合は対応調査票（様式3－1） 

∠ゝ　　　　　雪　　害雪　　　　　　　　　　　　白 劔��

ll �*H�"�
18888漢EEEiiEEE菓臆臆臆臆888■臆　i　S音容容器容易病器臆面岳…嘉裏罫調和8匹景観国椅園 劔� 

各学校で保護圭との話し合い（111月～1月，　症状変化（様細甲（様式3－1）l ※転入時、新規発症等の場合は随時 

菓臆臆園園漢開音音音音音音 劔剪�

臆臆2重罰I国書薮殿賀1厩弱護翻講書m漣爵溜調図岨睦園事案 劔剪�

各調理場は、各学校から送付された調査票（様式2）、対応調査票（様式3－1・3－2）・調査面談黒く別途 劔剏v 

定める）を取りまとめ、教育委員会に提出する。 

U 
教育委員会は、提出された調査票（様式2、3－1、3－2）、調査面談票と共に学 劍ﾕｨｸｹ���瓜�4�8ﾂ�
ー評価依頼書（様式4－1）と評価対象児童生徒名簿（様式4－2）を作成して・（仮称）学校給食食物ア 

キー審査会に評価を依頼する。 

ll 

I食物アレルギーの評価i 

絹業諜驚嵩レギ「審査会（1～2月）看 
「菓臆臆臆漢因幡種臆臆臆園 

ll 

審査結果を学校給食食物アレルギー評価報告書（様式5）により報告する。 

ilI 

l対応内容の決定i 

対応検討会　（1－2月） 

※対応検討会を開催し、（仮称）学校給食食物アレルギー審査会の評価結果及び面談での保護者からの意見等に基づき・・対応 

方法の検討・決定を行う。 

※審査会の評価結果によって学校生活管理指導表（様式6）〈診断書〉を提出してもらうo 

校長、教頭・保健主事、養護教諭・給食主任・担当教諭、給食担当、場長・栄養教諭又Iま栄養士 

教育長は決定結果を保護者へ連絡するとともに、調理場に報告する。　　　　　　　　　　　　　　対　応　対応 

保護者：食物アレルギー対応実施決定書（様式7－1）∴調理場：食物アレルギー対応報告書（様式7－2）　中止　継続 

U　　　　　　燭 　　　　　　藷 劍4｢�ﾅxｻ9�X蹴�の活 力 儷ｸ/�ｯｨ+X,I�瓜�� 

対応実施に向けた � ���� �-���ｮ��(��{��

事前面談 劍��xｸ�B� ��

各学校で対応実施に向けた事前面談（2－3月） 　　　　∠ゝ � 劔�i&h���

※新規発症等の場口は随時 ※保護者“学校・調理場の共通理解を図る � 兢ｲ� 

ス　　／　　　○ 　　　食物　レギ－個人カル‾（様式8） 劔]ｸﾎﾈ�(*�.x,ﾈ�饑��

アレI　　T 寡園語間賀閑璽i惟種田閣員毅麗事案 

lI －　i対応開始i 剪�

〇 ・　学校給食での対志始　　　8 



2　食物アレルギーへの対応1

対応者のアレルギーの状況と、給食調理の体制を考慮して、次の対応レベルのいずれかを選択します。毎

月の献立に基づいて、保護者と打ち合わせを行います。

対応レベル

学校給食におけるアレ）脚韻まレベル1～41コ向かうに従って、より充実した望ましい万策といえま克

【レベル1】　詳細な献立表対応

献立に使用される食材削こついて、アレルギ「食品

表示制度に準拠してアレルゲン成分含有の情報を保

護者に伝えます；保護者はそれに基づいて献立の中

から取り除いて食べるもの、または食べる献立と食

べない献立を決めます：食べない献立の代わりに、一

部弁当持参をすることもあります；

【レベル2】　弁当対応

アレルゲンを含む食材料が多い場合は弁当を

持参することになります。給食を全く食べない

「完全弁当捺参」と、主食と牛乳（代替品）のみ

を食べておかずを弁当で蒔参するというような

「一部弁当持参」があります；また、給食はか

ず）を食べる場合にも牛乳・デザート・ジャム等

の単品物の代替品を提供しますこ

保謹言と打ち合わせる

代書食一除去食封応なし　　　　　　　完全弁当

対応例 ��

例1）給食と併用し、パン、おかず等、必要な分だけお弁当を持参する。又は完全な弁当を持参する。 

例2）隼糾こ替わり、麦茶、豆乳等の代替統帥こ替える。 

例3）ヨーグルトやブノンをゼリー」勢こ替える。ジャム等も別の代替品に替える。 

【レベル3】　除去食対応

話理の過程で、アレルゲン食品を加え

ない給食を堤供しますこ

可能な飽田で除去食を軽快しま一九

時には一部弁当が必要な場合もあり

ますこ

十　　　　　　一

八ン′キーグ　卵のスープ
郭や尋のない
ハンバーグ　野菜のスープ

対応例 ��

例1）卵のス÷プを卵をつかわないスープにする。 

例2）ハンバ二グの場合、つなぎに卵や牛乳が使用されていないものにする。 

例3）フライや唐揚げの場合、衣に卵や牛乳が使用されていないものにする。 

例4）ヨ一一ゲルトあえの場合、ヨーグルトを使用しないフルーツミックスにする。 

（乳と卵アレl師
弟で雲莱

【レベル4】　代替食対応一

除去した食材に対して、替わりの食材

を加えたり、請堅方法を変えたりして完

全な献立を提供しますこ

一連鼻　　豆露とわかめのすまし汁

対応例 

例1）魚のフライを、焼き魚に替える。 

例2）卵の入ったかきたま汁を、豆鹿とわかめのすまし汁に替える。 
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3　調理場におけるレベル別対応

【レベル1】醐な献振対応諾書な内容を保講と学級輔に提志し・児整勧軸除却応 

対応内容 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・主治医の診断書（様式6）にそって献立表の詳細な内 ��X�ｸ�+x-x*ｸﾋH淑�鰻�/�ｦﾙDh+X��4�8ﾈ8ｸ5�98*ｩ/�麌+8.｢�

容や加工食品の配合表などの資料を保護者と学級担任 に毎月送付する。 ※予定献竣詳細駅路劫Ⅲ食品配合表は資鞠編「献立予定表（㈲」、 騨細献立表（例）」、切出食品抱合表㈹」を参照のこと �����+ﾘ��{�/�ﾞﾉ�ﾈ+x.��"�

【レベル2】弁当対応　讐諾窯業議案篤農薫慧 

対応内容（レベル1を含む） ���Gｩ{hﾘ�m｢�

・1か月分の予定献立を保護者に知らせ、弁当持参の日 ��Xｸｹ��,ﾉ�9YIiH,ﾘ�Ydﾙ.(鉅,僵ｨ*Hｸｹ�丑�,ﾈｾ�ｧｨ/�ﾈ�.�+r�

や代替品を提供する日を事前に確認し、献立対応予定 �.��"�

表（様式9）と承諾書（様式10）を提出してもらう。 ��Y4ｹ��,��9�iV�/���.�+x.��"�

・調理場は献立対応予定表に従い、代替品計画表を作成 ��Y�9�iV�/�Gｩ�x+x.�+ﾘ-�,ﾉvXｮﾘ,i�陌��姶ﾙDiUﾄ��Xﾌ)¥｢�

し対応する。また、対応内容を対応食確認表B（様式 儷ﾈ麌�况ﾈ����ｨ���陌��姶ﾙDiUﾄ(/�w��8+x.��"�

12）にまとめ学校へ送付する。 ��Y+)yﾘ什�8醜,ﾈｺI,ｩyﾘ��/��ﾘ.��"�

・給食を全部又は一部停止する場合、給食費の減免を行 ��Xｧxﾕｩ^8ﾌ���X,ijx,延�xﾘ/�,h.����9�iV�/����ｸ�(,丿ﾒ�

う。 們�,僭ｩ�x,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

・牛乳アレルギーのため牛乳が飲めない児童生徒には ��X+ｸ,ﾉ?ｨ,ﾈﾊ9zx,�,�*(ﾋHﾝ驅�/�諍w�+x.��ｨﾘx,�,ﾙ]ｹ�i���

主治医の診断書にそって代替飲料を提供する。 ・デザート、小袋、加工品などにおいて代替品の依頼が あった場合は、代替品の資料を保護者、学級担任に送 付し安全の確認が取れたうえで、主治医の謬折書にそ って代替品を決定する。 �,ﾉZｨ.�ﾗy?ﾈ+x.��"�

【レベル3】　除去食対応　　　原因食品を取り除いた給食を提供する。 

対応内容（レベル1－2を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・lか月分の予定献立を保護者に知らせ、除去する食品 ��X4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�Y�陌����ｩw�+)yﾘ5�7��ｸ5�,ﾈｦﾙj��

を事前に確認し、対応食を決定する。 ��Y�ｩw�+)yﾘｮﾘｾ�,ﾉ�ﾙ'X�"�

・通常の献立を基本に除去食の献立を作成する。 ��Y�陌���/�Gｩ�x+x.�+ﾘ-�,ﾈﾌ)¥ｩvXｮﾘ,i�陌��姶ﾙDiUﾄ��R�

・保護者に献立対応予定表と承諾書を送付し、提出して 侘)¥ｨ�8麌���陌��姶ﾙDiUﾄ(/�w��8+X��ﾎｹGｨ,ﾈ,�*(.h*B�

もらう。 �(ﾘ�8+x.��"�

・調理場輔犬立対応予定表に従い、講田富示書を作成す ��Y+)yﾘ什�8醜,ﾈｺI,ｩyﾘ��/��ﾘ.��"�

る。また、対応内容を対応食確表Bにまとめ学校へ送 ��Yuﾉ.位9zx,兔��*ｨ*�,�+ﾘ�ｨﾘx���陌���,兔��*ｨ,�*(*��

付する。 偖ｹZｨｦﾙDh+x.��"�

・対応食を調理する過程で調理に当たるもの全員が的確 ��Xｧxﾕｨ.)Gｩ��X,h,ﾉjx,延�xﾘ/�,h.����陌���/����ｸ�(,��

に除去できるように分かりやすい調理指示書を作威す 丿ﾘ��,僭ｩ�x,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

る。 ��X4�8ﾈ8ｸ5�98,ﾉ�鰻�/��ｸ�+x.�+�,h,�.h,�,IW9�ｸ+x.���

・的確に除去ができ、混入のないよう、作業工程、作業 冽ｹ�h/�彿.ｸ,Y^(*H.h*H��-ﾈ+ﾙ�ｸ竧+x.�駅ｸ,兔�.�*ｨ,��

動線を考え調理する。 ・主治医の診断書にそって調理可能な範囲で対応する。 �*(.h*H,���]ｸﾎﾈ�(,���+Y�磯h,ﾈ4�6�6�485�/�ﾗ8*H�"�
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【レベル4】／代替鯛応　諾業取り除き・それに細る鮒を補い・栄難を離した絵を 

‾対応内容（レベル1－3を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・lか月分の予定献立を保護者に知らせ、代替する食品 ��X4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�Y�陌����ｩw�+)yﾘ5�7��ｸ5�,ﾈｦﾙj��

を事前に確認し、対応食を決定する。 ��Y�ｩw�+)yﾘｮﾘｾ�,ﾉ�ﾙ'X�2�

・通常の献立を基本に代替食の献立を作成する。 ��Y�瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ,��陌�+x.��ｩnX,ﾈ哩wｸ齎.)+)yﾘ踪*ｩTｲ�

・保護者に献立対応予定表と承諾書を送付し、提出して 冽h,X*�.��"�

もらう。 ��Y�陌���/�Gｩ�x+x.�+ﾘ-�,ﾈﾌ)¥ｩvXｮﾘ,i�陌��姶ﾙDiUﾄ��R�

・調理場は献立対応予定表に従い、調理指示書を作成す 侘)�ﾉUﾈ麌���陌��姶ﾙDiUﾄ(/�w��8+X��ﾎｹGｨ,ﾈ,�*(.h*B�

る。また、対応内容を対応食確認表Bにまとめ学校へ �(ﾘ�8+x.��"�

送付する。 ��Y+)yﾘ什�8醜,ﾈｺI,ｩyﾘ��/��ﾘ.��"�

・調理可能な範囲で通常品にできるだけ近い物で対応す ��Yuﾉ.位9zx,兔��*ｨ*�,�+ﾘ�ｨﾘx���陌���,兔��*ｨ,�*(*��

る。またその際、不足する栄養素がないよう考慮する。 偖ｹZｨｦﾙDh+x.��"�

・主治医の診断書にそって調理可能な範囲で対応する。 ��Xｧxﾕｨ.)Gｩ��X,h,ﾉjx,延�xﾘ/�,h.����陌���/����ｸ�(,��

・アレルゲン混入がないよう、作業工程、作業動線を考 丿ﾘ��,僭ｩ�x,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

え調蟄する。 ��Y�ｸ竧+x.�駅ｸ,兔�.�*ｨ,�*(.h*H,���]ｸﾎﾈ�(,���+Y�磯b�

・調理に当たるもの全員が的確に調理できるよう、分か りやすい調理指示書を作成する。 �,ﾈ4�6�6�485�/�*�+�,�*H�"�
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4　家庭におけるレベル別対応

【レベル1】詳細な弛表対応撃の醐な内容を保講と学級曲こ擬し・児童生勧盗憎除去対応を 
1丁つ。 

対応内容 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・保護者は、詳細献立表や加工食品配合表等の内容を確 ��X�ｸ�+x-x*ｹ�鰻�,ﾈｦﾙDh,�*�+ﾘ,�,H,ﾘ���(.ｨ,ﾈ,�*(.h*H,��

認し、除去すべき食材を本人に指示する。 �(ﾘ�8+x.��"�

・確認した除去食品については詳細献立表にマーカー ��X�ｸ�+x-x*ｹ�鰻�,�,(*(,H,ﾘ��gｹ�ﾈ,丿ﾘ��,�&ﾘ.x+丿ﾙDh/��

等で印をつけ学級担任に提出する。 ※予定献立表、詳細醐日工食品配合表は資料編「献立予定表 （㈲」、陛細献立表㈹」、助旺食品配合表㈲」を参照のこと 俎8*H�(-ﾈ+ﾘ��ｧxﾕｨ,�.�ｦﾘ��,刋�xﾘ/�+x.��"�

【レベル2】　弁当対応　　　　給食をまったく食べない完全弁当対応や、主食（パン）やおかずを持参する 

一部弁当対応を行う。また、牛享」デザート、袋物の代替品を提供する。 

対応内容（レベル1を含む） �=�i�ﾘ�m｢�

・保護者は献立対応予定表にある弁当持参日や代替品 ��Xﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,亢ﾈﾝｨ,ﾈ*�.��9�iV�,�,x��ｦﾘ��,���-x.r�

等の対芯内容に誤りがないか確認する。 �.ｨ.�*偖ﾉZｩ(ﾘ�8+X,HｦﾙDh+x.��"�

・確認結果を献立対応予定表に記載し、承諾書とともに ��Xﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,�*�.��9�iV�9�,儻94ｹ9h,�.�,ﾈ*ｨ*�.��｢�

学校を経由して調理場に送付する。 俘x,ﾘ��+ｸ,ﾉ�ﾉ(ﾘ�95�,�,x.�ｭﾈ-�ｸ+愛ｨﾚH�ｨ,刋�xﾘ+x.��"�

・完全弁当等を本人に持参させる。 ��Y]�9h/�鰄��+8+�.��ｨﾘx,ﾙ��(i<Y9�*ｩJﾙ�h+X,�*(.h*I+"�

理や保管に十分留意する。 

【レベル3】　除去食対応　　　原因食品を取り除いた給食を提供する。 

対応内容（レベル1－2を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・保護者は、献立対応予定表にある除去内容の対応に誤 ��Xﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,�*�.傚ﾈｸ���/���-x+8+�+ﾘ�ｨﾘx�����8*��

りがないか確認する。 �,x*H*儺ｸ+姶ﾙDh+x.��"�

・確認結果を献立対応予定表に記載し、承諾書とともに ��XｦﾙDhﾈｸ惠/�ﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,亢ﾈﾝｨ+X���9�飲�,h,h.�,乂r�

学校を経由して調理場に送付する。 俔ｨ/�ﾆ�(+X,I+)yﾘ�ｨ,��yWH+x.��(+ｸ,ﾉ�ﾉ(ﾘ�95�,�,x.�ｭﾂ�

め必ず調理場に連絡する。 

・除去食で不足する栄養素については、調理場栄養士と相 

談しながら家庭で補うよう心がける。 

i【レベル4】代替餅応　蒜誓取り除き・それに伽る餌を補い、栄都を離した絵を提 

対応内容（レベル1－3を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・保護者は献立対応予定表にある代替内容の対応に誤 ��Xﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,�*�.��9�i��/���-x+8+�+ﾘ�ｨﾘx�����8*��

りがないか確認する。 �,x*H*儺ｸ+姶ﾙDh+x.��"�

・確認結果を献立対応予定表に記載し、承諾書とともに ��XｦﾙDhﾈｸ惠/�ﾊ9zy�陌騏ﾉ.蔚ﾈ,亢ﾈﾝｨ+X���9�飲�,h,h.�,乂r�

学校を経由して調理場に送付する。 俔ｨ/�ﾆ�(+X,I+)yﾘ�ｨ,��yWH+x.��(+ｸ,ﾉ�ﾉ晳uy5�,�,x.�ｭﾂ�

め必ず調理城こ連絡する。 
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5　学校におけるレベル別対応

【レベル1】潮な献立表対応窯業な内容を犠者と学軸こ提示し、躍統轄憤慨塞対応 

対応内容 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・保護者が確認した給食内容と除去食物を、保護者の指 ��Y]ｸﾎﾈ�(*ｨﾊ9zyUﾈ.(��{�/�ｦﾙDh+X��gｹ�ﾈ,偃h.飲ﾈ*ﾙ�鰻��

示により児童生徒が自ら除去対応を行う。 �/�.h*ﾙyﾘ��+8+�,H*�*ﾘ�"�

・児童生徒の状況に応じて、保護者が確認した除去指示 ��Y%9D8*ｨ�ｸ�+x.�4�8ﾈ8ｸ5�98/��8+X*ﾙyﾘ��+x.��"�

内容に基づき、学級担任等が補助をする。 ��X4�8ﾈ8ｸ5�98/���-x,H+X-ﾈ,�+ﾘ�ｨﾘx,ﾉ�顏嬰�/�ｦﾙDh+X,B�*�*ﾘ�"�

【レベル2】弁当対応　警詩宗慧諾三譜器詫嵩 
対応内容（レベル1を含む） �=�勵�俘�m｢�

・学級担任が給食内容を確認し、誤食事故がないように ��Xｸｹ��9iMH,�,x,��9�iV��Y�9�h徐{����ｸ,ﾈ髯;i�i6ｸ/�&ﾒ�

する。確認には、対応食確認表A，Bを活用する。 �.x+�,H*�*ｸ��5�8��ｸ5�,烏ｩ��*ｨ,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

・持参した弁当の安全かつ衛生的な管理方法を確認し、 ��X廩,ﾈﾘ(孰鳧.(ｻ8�*ｩk9�ﾈ,�,�.�+�,h/�ﾖﾉ{h+X���X醜��

決定する。 �,�,x,Y]�9h/�]ｸｬx+x.�+�,h.�ﾉ�:(+x.��"�

【レベル3】　除去食対応　　‾　原因食品を取り除いた給食を提供する。 

対応内容（レベル1－2を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・学級担圧が給食内容を確認し、誤食事故がないように ��Y+)���ｨ,ijx,延�xﾘ/�,h.��"�

する。確認には、対応食確認表A，Bを活用する。 ��Xｸｹ��9iMH,�,x,傚ﾈｸ������ｸ,ﾈ髯;i�i6ｸ/�&ﾘ.x+�,H*�*ｸ���

・給食終了後、食物アレルギーをもつ児童生徒の健康観 �5�8��ｸ5�,�=�ｺﾘ*ｨ,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

察を行う。 ��X�.�,ﾈ髯;i�i6ｸ,�,ﾘ4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ,ﾘﾔH*ｸﾉ�*(,X,�*(+�,b�

・周囲の児童生徒の給食から、アレルギー原因食品が該 �/�yﾘ��+8+�����-x.�+�,h/�ｺﾙwh+X+ﾘ.�+X,�*(.h*H轌;��

当児童生徒に付着して、誤食につながらないよう指導 �+x.��b�

する。 ��X4�8ﾈ8ｸ5�98,ﾉ�鰻�/��ｸ�+x.�+�,h,�.h,�,IW9�ｸ+x.���wｹ�h/�彿.ｸ,Y^(*H.h*H��-ﾈ+ﾙ�ｸ竧+x.�駅ｸ,兔�.�*ｨ,��*(.h*H,���]ｸﾎﾈ�(,���+Y�磯h,ﾈ4�6�6�485�/�ﾗ8*H�"�

【レベル4】代替食姉　蒜誓り除き、それに代わる食材を補い、繋価を離した練を提 

対応内容（レベル1－3を含む） 僭ｩ{hﾘ�m｢�

・学級担任が給食内容を確認し、誤食事諦勅ミないように ��Y+)yﾘ�ｨ,ijx,延�xﾘ/�,h.��"�

する。確認には、対応食確認表A，Bを活用する。 ��Xｸｹ��9iMH,�,x,��9�i�����ｸ,ﾈ髯;i�i6ｸ/�&ﾘ.x+�,H*�*ｸ���

・給食終了後、食物アレルギーをもつ児童生徒の陸康観 �5�8��ｸ5�,烏ｩ��*ｨ,X*ｸ.�.h*H,�+x.��"�

察を行う。 ��X�.�,ﾈ髯;i�i6ｸ,�,ﾘ4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ,ﾘﾔH*ｸﾉ�*(,X,�*(+�,b�

・周囲の児童生徒の給食から、アレルギー原因食品が該 �/�yﾘ��+8+�����-x.�+�,h/�ｺﾙwh+X+ﾘ.�+X,�*(.h*H轌;��

当児童生徒に付着して、誤食につながらないよう指導 �+x.��"�

する。 ��Y�ｸ竧+x.�駅ｹ�h,兔�.�*ｨ,�*(.h*H,���]ｸﾎﾈ�(,���+Y���馼,ﾈ4�6�6�485�/�ﾗ8*H�"�
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6　保護者との連携

対応に当たっては、日ごろから保護者との連絡を密にし、児童生徒の健康状況を把握し、よ

りよい対応ができるようにします。連絡ノート（様式12）を活用するなどお互いに情報交換

を十分に行い、連携して取り組むようにします：

（1）保護者は子どもに対して、食物アレルギーがあること、主治医からの指示があることを

正確に知らせておき、学校で変わったことが発生した時には、直ちに児童生徒が担任に申

し出ることができるように伝えておきます。連絡帳等も活用しますこ

（2）栄養教諭又は栄養士は、学校給食における除去食で不足する栄養素を家庭の食事で補っ

てもらえるよう、保護者に協力を求めます：

（3）除去食品の選択は医師の診断をもとに、保護者と栄養教諭又は栄養士の話合いにより決

めます。必要があれば、保護者と「緒に医師から直接話を聞く機会を設けますb

（4）食物アレルギー対応食を提供している場合には、年に2－3回、保護者と担当教諭、栄

養教諭又は栄養士で面談を行い、対応状況や栄養補給状況について共通理解をもつように

しますこ

く食物アレルギー対応食を提供する場合の毎月の流れ図〉

・資料を確認し、除

去すべき除去食品

を確認する

・本人に除去食品を

理解させる。

・確認できた除去食

品の結果を学校に

連絡する

圏
・給食内容や除去食物を

確認する。

・状況に応じて担任が補

助する。

・弁当持参日、代替品

提供日の確菰献立

対応予定表・承諾書

の提出

講

・代替品計画表、対応

食確認表A，Bの作

成

・代替品の資料を作成

し、安全確認のうえ

代替品決定
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・除去食品を確菰献

立対芯予定表・承諾

書の提出 醒
聞
聞
田
圃



7　緊急時の対応

アナフイラキシー

への対応

”症状の進行が早く、なるべく早く治療することが大切です。

・個人カルテ（様式8）の「緊急時対応確認票」により対応します。

“判断に迷った時は、医師の指示に従うようにします。

・アナフイラキシーショックは、時には生命に関わる場合があるので、強い反応がでた場

合は救急車を呼んだり、緊急に医療機関を受診することが大切です。

菓誤食や艮畦i型食物アレルギー症状への対応

アレルゲンを含む食

品を口に入れたとき

口腔内の違和感を訴えた

ら、口から出し、口をすす

がせる。大量に摂取したと

きは、のどに詰まらせない

ように注意して吐かせる。

よく洗い流す、触った手で

眼をこすらないように注意

する。

緊急常備薬（抗ヒスタミ

ン薬、ステロイ関を内

服する。

アナフイラキシーの経験

がある人は、アドレナリ

ン自己注射器（エビペン

⑱）を考慮する。

症状を観察する。

30分以内に症状

の改善傾向がみ

られるときはそ

のまま様子を観

察する。

アレルゲンを含む食 �ｸ峇�

品が眼に入ったとき　臆＋　よく沸艮する　　　　獲＋ 

皮膚の－一部に発赤、じ んま疹は発症した 亅��

とき ��

直ちに医療機関 ��

欝紫一一一二＝驚藷譲の→憲露 ��
劇陸棲先エビペン⑮を考慮）∴ ��

霞等L睦繋襲諜ii＿繋 護肇∴繋襲善用議 ��

る。 臆管轄や他の職員瓢の謡　↓ 亅���

・状況により管理者に口頭で報告し、現場への急行を依頼する。　　・養護教諭の応急手当。 ��

・必要に応じ主治医、学校医の指示を受ける。 ���

・アナフイラキシーの既往症のある児童生徒の場合は、皮膚症状のみの場合でも救急車の出動を配慮する。 ���

・エビペン⑫が医師から処方されている場合は自己注射をする。 ������

漢結果の酷と湖の再臨　　　l

・管理者への状況報告 

・教職員への周知及び緊急処置についての再確認 

・共同調理場及び足利市教育委員会学校管轄婦窮合食室 

への連絡 
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8　食物アレルギー対応にともなう人権への配慮

周りの児童生徒や保護者への指導。啓発

食物アレルギーをもつ児童生徒及びその保護者の学校生活に対する不安を解消するように配

慮することを基本的な考え方として、具体的な配慮に努めます。

（1）食物アレルギーをもつ児童生徒の人権を守る配慮

食物アレルギーをもつ児童生徒に対して、周囲の児童生徒が偏見や、「心ない言動」をと

ることがないよう配慮することが大切です。

そのため、学級担任等給食指導に当たる教職員は、日頃より「Ⅲ部5学校におけるレ

ペンし別対応」の酉願目について、発達段階に応じた指導を行う必要があります：

特に、食物アレルギーをもつ児童生徒が属するクラスを指導する場合、下記について十

分脅意しますこ

①特定個人の情報について、扱い方や公開できる範囲など、事前に保護者と十分話し

合いをもつ。

②保護者の了解を得た上で、本人の食物アレルギー対応の内容を他の児童生徒に理解

させ、偏見をもたなしヰ旨導を行う。

（2）保護者への啓発

食物アレルギーをもつ児童生徒は他の児童生徒と同じ給食の提供を希望していま‾九

しかしながら、食物アレルギーのため、やむを得ず弁当を持参したり代替食等を飲食して

います；

そこで、すべての保護者に食物アレルギーに関する正確な晴報を提供し、食物アレルギ
ーに対応した弁当や給食が、単なる好き嫌いでないこと等の理解を得るために、「保健だよ

り」や「給食だより」等を利用したり、PTAの協力を得て医師や栄養士等の専門家によ

る啓発の場を設けたりするよう配慮しますこ
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9　給食以外における食物アレルギーの留意点

ごく少量の原因物質に「触れる」「吸い込む」ことでアレルギー症状を

食物・食材を扱

う授業・活動

起こす児童生徒がいることから、個々の児童生徒に応じたきめ細か

な配慮が必要です。そのため診断表に言誠遅れた医師の指元に従い

保護者と十分な協議を行い、個別の対応を取るよう留意します。

■食物の調理・摂食をともなう授業等を行う場合の配慮

家庭科の授業やクラブ舌動

家庭科の時間における調理実習や料理クラブの活動では、様々な食材を利用した調理作業や

調理した料理の摂食が行われます。こうした活動を行う場合の食材への接触や摂食だけでなく、

調理により発生する湯気や怪りでもアレルギー反応を起こす場合があるので、これらの活動を

行う場合は、事前に保護者と相談し、児童生徒の接触・誤食が発生しないよう配慮します。

総合学習の時間を活用した授業

総合学習の時間を活用し、地域の歴史や環境、生産物などを調査する活動を行うことがあり

ます。特に地域の農畜産物などを調査する場合、乳製品やそば小麦、大豆等さまざまな産物

に触れることがあるため、牛乳やそばなどに対して接触を避けるよう配慮します。

例）スーパーマーケットでの買い物実習の時、予定になかったパン工場の見学をすることになりました。

その際、小麦アレルギーの児童がいたため、長袖の衣服とマスクを着用し、出来るだけ離れた場所か

らの見学を行いました。

※アレルギーの症状には個人差があるため、見学をさせないという対応が適切な場合もあります。

萱微量の摂取・摂食により発症する児童生徒に対する配慮

牛乳パックの洗浄

リサイクル体験などで、児童生徒が牛乳パックの解体、洗浄、回収作業を行う場合、作業中

に牛乳が周囲に飛び散る可能性があります。微量な牛乳が皮膚に接触するだけで症状をきたす

恐れがあるため、症状を起こす児童生徒の周囲で作業が行われる場合も含めて、接触を避ける

よう配慮します。

そば打ち価蘭滋撲

そば打ちばそば険と小麦粉をふるいにかけて練ることから始まるので、ふるいにかける時に、

そば粉が宙に舞ったり、練るとき皮膚に触れたりすることがありますこそのため、ソバアレルギ

ーをもつ児童生徒には大変危険であるため、別室を利用するなど配慮します。

18



小麦粘土を使った図工授業

小麦粘土で遊んだり造形をしたりする場合、粘土に含まれる小麦が皮膚に接触することによ

りアレルギー症状をきたすことがあるため、小麦アレルギーの児童生徒がいる場合は、粘土の

原料や他の児童生徒が使用する粘土と接触しないよう配慮します。

体育・部活等の

運動をともなう

活動

アナフイラキシーの原因として「運動」は重要であることから、アナフ

イラキシーの既往症のある児童生徒について、運動がノスクとなる

かどうか把握し、運動する機会が多い学校生活を安全に過ごせるよ

う留意します。

菓食物依存性運動誘発アナフイラキシー

運動と原因食物の組み合わせにより症状が誘発されるため、運動時間が予定されている場

合は事前に原因物質の摂取を避けることが必要となります：また、症状が誘発される運動の

強さも個人差があるため、事前に保護者と運動や摂食を制限する場合を相談して、決めてお

くなどの配慮をします。

※原因食物を掠取後2時間以内に発症するとされているので、運動をする場合には、確実に発症を起

こさないためには目安として4時間が必要

S運動誘発アナフイラキシー

運動で誘発されるアレルギー症状で、症状を起こす運動の強さなどは個人差があり、その

日の体調にも影響されることから、保護者と相談し、日頃の家庭での制限も踏まえ運動制限

の基準を定めておくなど酉臆します。

宿泊をともなう

校外活動

宿泊を伴う校外活動は、全ての児童生徒にとって貴重な体験である

ことから、全ての児童生徒が参加できるよう、不測の事態を避け緊

急事態にも迅速に対応できるように留意します。

■食事などの配慮

宿泊を伴う校外活動では宿泊先での食事が中心となることから、事前に宿泊先と連絡を

取り児童生徒の症状に合わせた配慮を依頼する他、枕にそば殻などが使用されている場合も

あることから寝具などについても留意します。

また、保護者、宿泊先と十分な情報交換を行い、可能な対応範囲を事前に確認を行うなど

配慮します。また、児童生徒間でお菓子の交換等をしないように事前に指導を行うように配

慮しますこ
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S緊急時の配慮

普段の授業に比べ教職員の目が行き届きにくくなる傾向があるため、次の事項に留意しま

す。

・参加教職員全員で児童生徒の食物アレルギーに関する情報の共有化を図ります。

・宿泊先における緊急時の搬送先医療機関に関する情報を事前に調査しておきます。この

場合、主治医等から紹介してもらうなど医療機関との連携にも配慮しますこ主治医から

の紹介状の事前準備も配慮します。

・「エビペン⑫」等救急治療薬が処方されている場合、持参薬の有無、管理方法、緊急時の

対応方法を事前に保護者・本人・主治医・学校医と話し合っておきます。

その他の活動

等における留
意事項等

・学校における様々な活動の中では、授業や給食以外の時

間でも、食物を扱う場合があることから、食物が提供される場

合には事前に利用される食物にアレルギーを引き起こす食

材が利用されていないか配慮します。

■様々な活動における食物アレルギーへの配慮

通常の授業以外の課外活動として、季節の催しやお祭り、パーティーなどが開催され、その一

環としてお菓子等の食物が捷供される場合、その製造過程で様々な食材が利用され、その中にア

レルギー物質が含まれている場合があります。そのため、お菓子など加工食品には、食品衛生法

に基づくアレルギーの原因となる特定原材料の表示義務によりアレルギー物質が表示されている

ことから、事前に内容を把握し、該当する児童生徒が誤食しないよう配慮しますも

20



10　食物アレルギー以外の疾患により除去食等を要する児童生徒への対応

食物アレルギー以外の疾患について

食物アレルギー以外の疾患（例えば享悌事不耐症など）により、食事に一定の制限を設ける必

要がある児童生徒がいます。

そこで、本マニュアルは食物アレルギーに対応するためのものですが、それ以外の疾患の児

童生徒に対しては、以下のように対応するよう配慮します。

（1）対応を行う場合の実施基準

本マニュアル「Ⅲ部1の（1）食物アレルギー対芯の実施基準」を準用し、医師により

診断され、医師からの指示がある場合を実施するための目安とします。

（2）対応までの流れ

保護者から相談等があった場合は、随時相談に応じ対応します。面談等の実施にあたっ

ては、本マニュアルⅢ部にある「②調査面談」や「⑤対応実施に向けた事前面談」「⑥学校

給食での対応開始等を準用します。また、対応に当っては、医師による診断書や指示書

の提出を求めます。

（3）対応上の留意点

食物アレルギー以外の場合も、食物アレルギーに対応した給食の提供と同様に、給食の

提供は医療行為ではないため対応内容に一定の限界があります。そこで、対応にあたって

ぼ事前に保護者の理解を十分得るよう配慮します：
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様 集



（整理番号 【受付番号
様式1

】

〔学校名　　　　　　　　小学校〕 劔佶(ﾔ��i&h��郢?｢�兌ﾙ�ﾈ��D�����ﾈ�����?｢�

就 学 予 定 者 �-8.�*ｨ,��性別占女 劔]ｲ�ﾎﾂ��"�ふりがな ��氏　　名 劔倩�����kﾂ� 

生年月日 兌ﾙ�ﾈ����D�����ﾈ�����?ｩ�b�俐��侏ｸ���左記に同じ 

現住所 ��ｹy育8��*ﾈ��MI&��xB�劍��ｧyuﾉ.逸(,h,ﾈｭhﾅx����[��｢�

入学前の経歴 剽c稚園（年保育）　　　　保育園（　年保育）　　　　保育所（　年保育） 

主な既往症 （○で囲む） 凾ﾍしか風疹　百日咳　水ぼうそう　おたふくかぜ　喘息　気管支炎　肺炎　ジフテリア　しょう紅熱 
大腸カタル疫痢　自家中毒　中耳炎　心臓障害　てんかん　ひきつけ（　歳頃　　回） 
腎臓炎扁桃肥大溶出性体質食物アレルギー（牛乳・　　　　　）その他（　　　） 

予防接種 （接種日を記入） 傳CG 僖���ﾈ�����?｢�ポリオ ����m｢�年　月　　日 �?ｩgｹE�｢�引1回目1年i月　日 

ジフテリア1巨回目 百日せき引独白 破傷風回13回目 （三種混合）1期追加 僖���ﾈ�����?｢��(��m｢�年　月　　日 刪�2回目 僖���ﾈ�����?｢�

年　月　　日 冑�+X/���ﾈ+X/���盤(ﾚﾈﾘx�｢�l期 僖���ﾈ�����?｢���ｯｩ,x���年　月　　日 

年　月　　日 �2期 僖���ﾈ�����?｢�（　　　　　） 剩N　月　　日 

●　年　月　　日 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉuﾉf��ｨ霻�凵i　　　　　　） 剩N　月　　日 

今までに予防接種で具合が悪くなったことがありますか。（ある・ない） 
ある場合：予防接種名（　　　　　　　　　　） 

：どのようになりましたか。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

栄養 状態 �駅ｹW9|r� 剿ﾚの疾病 及び異常 剏許潔梶i　　　　） 霞粒腫眼瞼炎、麦粒腫 

肥満傾向 ��

脊　　柱 � 剋ｨ鼻咽頭 疾　患 剪�ｨ炎鼻炎（　）副鼻腔炎 アデノイド扁桃肥大耳垢 

胸　　郭 � 

視 力 �R�（　　） 剩逡�ｾ患 剩鋳s　湿疹（　　）伝染性軟属腫 

左 ��������｢��*H餾�B�処置 �亶h餬冏ｶﾉ?ｸ餝�冏ｲ�l 

聴 力 �R� 劔ih�'R�永久歯1本l乳歯 剿{ �(ﾘ�8餬ﾉgｲ�

左 ���+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ餽,ﾂ��V�ｷ�-�腰�ﾒ�儻9�9Zﾈﾘx���������������������������｢�

その他の疾病 及び異常 � 剏綠oの疾病 及び異常 剋蕪�梶@歯周炎　歯石沈着（　　　　） 

担当医所見 � 

担当歯科医所見 � 

事 後 措 置 俾�|8ｪ俛��（内　科　　　　）（眼　科　　　　　）（耳鼻咽喉科　　　　　）（歯科　　　　） 
就学に関 する保健 上必要な 、助言 ��

その他 ��

備　　考 � 

足　利　市　教　育　委　員　会 
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（保護者→学校→調理場→教育委員会→学校）　　　　様式2（新小学1年生／転入生用）

【医師の診断による食物アレルギーがある場合は、提出してください。】

※後日、調査面談がありますので、必ずご出席ください。

学校給食食物アレルギー調査票

平成　　年　　月　　日

足利市立000学校長様

保護者氏名　　　　　　　　　　印

（ふりがな） 児童生徒氏名 ����iD霾�?｢�僖�����ﾈ�����?ｨ������ﾜ��｢�

住所 ��劔6I�"� 

食物アレルギーにつ いて通院している医 療機関名（担当医） ��劔6I�"� 

アレルギー症状に 対応する薬品 冲ﾈ�YY2�薬品名 � 

1　食物アレルギーの状態

原因食物 ��

症状 （詳細に 記入くだ さい） ��

2　学校給食について、あてはまる番号を「すべて」○で囲んでください

今まで �����ﾈ,ﾈ��髦�倬�;i�i6ｸ�ｨ,i:�+hｸｹ��9�/���-x,H*(+ﾒ�

2　食物アレルギーと診断されていたが、他の園児（児童生徒）と同じ給食等を 

食べていた 

3　食物アレルギーと診断されていたので、除去食（代替食）の給食等を食べて 

いた（具体事例を記入ください）　例：牛乳を豆乳に変えていた等 

（　　　　　　　　　　） 
4　毎日弁当を持参していた 

5　献立により、弁当を持参していた 

6　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

今後 ��ｧxﾕｨｸｹ��,�*�*�.��瓜�4�8ﾈ8ｸ4ﾘ�ｹ�陌�/�ｯ9eﾘ+x.��2　学校給食不要 

3　学校給食の内容（使用している食品）が分かる資料が必要である 

※就学時健康診断時に提出してください。（新小学1年生の場合）
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（症状変化：保護者→学校→調理場→教育委員会→学校）　　　　　　様式3－1（在校生用）

（同一対応継続・中止：保護者－→学校）

学校給食食物アレルギー対応調査票（兼継続・変更・中止届出書）

平成　　年　　月　　日

足利市立〇〇〇〇学校長　様

保護者氏名

下記のとおり食物アレルギーの状態を報告します。また、食物アレルギー対応食提供事業の実

施を　　継続・変更・　中止　を希望します。

（ふりがな）i 児童生徒氏名　　　　男・女 剞ｶ年月日 兌ﾙ�ﾈ����D�����ﾈ�����?ｨ����ﾜ��｢�

学校名 乂xﾕ｢�D����r��%9D9kﾂ� 

住所 �����6I�)MHﾘh�｢�

1　食物アレルギー症状の変化等　　　ア　なし　　　　　イ　あり

※いずれか1つを○で囲んでください

2　食物アレルギー対応の　ア　継続（今年度と同様）を希望する（⇒以上で記入終了です）

イ　変更を希望する　　　　　　（⇒3にお進みください）

ウ　中止を希望する　　　　　　（⇒以上で記入終了です）

※いずれか1つを○で囲んでください

3　食物アレルギーの変更内容を具体的に記入してください

今まで 俑���������ﾎ2�

原因食物 凭��ｩy���I��例）卯、安、えび 

変更内容 凭��ｩy�/�ｭﾈ-��鰻�/���-x.�,h���9�x,�+h/�-ﾉ�ﾘ*ｩJﾘ�+X+ﾘ�"�例）つなぎ程度の卵なら食べられようになった。 例）麦に加え、えびでもじんま疹が発症するようになった。 

※診断書がある場合、添付してください。

※後日調査面談がありますのでご協力ください。
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（保護者→学校→調理場→教育委員会→学校）　　　　　　　　　様式3－2（在校生用）

学校給食食物アレルギー対応調査票（新規届出書）
平成　　年　　月　　日

足利市立0000学校長　様

保護者氏名

下記のとおり食物アレルギーの状態を報告します。また、食物アレルギー対

応食提供事業実施の新規開始を希望します。

（ふりがな） 剞ｶ年月 兌ﾙ�ﾈ����D�����ﾈ�����?ｨ����ﾜ��｢�

児童生徒氏名　　　　　　　　　　　男・女 剴� 

学校名 乂xﾕ｢�D����r��%9D9kﾂ� 

住所 �����6I�)MHﾘh�｢�

1　食物アレルギーの状態

原因食物 ��

症状 （詳細に記入く ださい） ��

2　希望内容（※あてはまる番号を「すべて」○で囲んでください）

※診断書がある場合、添付してください。

※後日調査面談がありますのでご協力ください。
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様式4－1（要領第4条第1項関係）

学校給食食物アレルギー評価依頼書

平成　　年　　月　　日

学校給食食物アレルギー審査会

審査委員　0　0　0　0様

足利市教育委員会教育長

本市児童生徒の保護者から、食物アレルギーに関する調査票が下記のとおり提出されましたので、

（仮称）学校給食食物アレルギー審査会設置要綱第4条に基づき、その内容に関し評価くださいま

すようお願いします。

記

1　学校別評価依頼対象件数

番号 乂xﾕｩkﾂ�件数 �%99i+)yﾘ�｢�

2　学校・児童生徒別内訳

別添「評価対象児童生徒名簿（様式4－2）」のとおり

3　学校給食食物アレルギー調査票、学校給食食物アレルギー対応調査票、調査面談票

別添（様式2、3－1、3－2）のとおり

4　評価項目

次の4項目で評価をお願いします。

①　食物アレルギーが明確である。

②食物アレルギーが疑われるが、現状把握のため医師の診断が必要である。

③　食物アレルギーではない。

④　特記事項（ある場合）

5　評価結果の報告について

別添学校給食食物アレルギー評価報告書（様式5）によりご報告ください。
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様式4－2

評価対象児童生徒名簿

M． 乂xﾕｩkﾂ�児童生徒氏名 ��iD霾�?｢�特記事項 

1 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

2 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

3 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

4 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ��i?｢� 

5 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

6 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

7 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

8 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

9 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

10 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

11 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 

12 �� 兌ﾙ�ﾈ��D���ﾈ���?｢� 
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様式5（要領第4条第2項関係）

学校給食食物アレルギー評価報告書

平成　　年　　月　　日

足利市教育委員会教育長　　あて

食物アレルギー審査委員　0000　　㊥

II　　　　　　〇〇〇〇　　㊥

II　　　　　　〇〇〇〇　　㊥

平成　年　月　日付で依頼のあった学校給食食物アレルギー評価については、下記のとおり報告

する。

記

No． 乂xﾕｩkﾂ�児童生徒氏名 儷ﾘ廁ﾈｸ悗�特記事項 

1 �� �4���48����4X��4r� 

2 �� �4���48����4X��4r� 

3 �� �4���48����4X��4r� 

4 �� �4���48����4X��4r� 

5 �� �4���48����4X��4r� 

6 �� �4���48����4X��4r� 

7 �� �4���48����4X��4r� 

8　‾ �� �4���48����4X��4r� 

9 �� �4���48����4X��4r� 

10 �� �4���48����4X��4r� 

11 �� �4���48����4X��4r� 

12． �� �4���48����4X��4r� 

※評価結果

ア　食物アレルギーが明確である。

イ　食物アレルギーが疑われるが、現状把握のため医師の診断が必要である。

ウ　食物アレルギーではない。
エ　特記事項（ある場合）

28



《　《　《　《

》　》　》

トhht小甘高一（鳴＝ト“樽」）

儀容自主主神－　（鳴＝ト・樽」）

糾隆軸艇曲田璧鼎悩（トふミ叶一喋噸旺）〈総監帥〉

29

（○

轄
選

押
謹
製
嘆
幽

）掌6時．∽

（
「
㊤
ヽ
て
U
H
L
）
森
川
…
鵬
皿
ヽ
コ
ト
上
し
ト
．
N

（
紙
上
ヽ
ロ
ト
K
′
離
ヽ
M
も
K
U
握
）
襲
霊
宝
．
「

採
喰
曳
艮
直
撃
I
I
－
蛙
廉
鴎
．
合

（
緯
醇
薗
Ⅲ
）
障
掛
割
勘
。
恒
田
e
宰
6
時
．
山

撒
忠
志
哩
憩
〓
一
鞋
e
L
六
で
ヽ
牟
押
倒
．
N

脚
に
哩
罷
．
「

語
聴
く
塾
小
輩
的
県
境
“
合

口
語
轄
－

型
壁
畔
轄
畑
鎧
抑
拳
韮
山
0
0
－
㊥

嬰
塑
緯
線
捏
拡
零
継
＠

絶
望
e
婆
悼
櫛
／
虫
小
野
㊤

睦
目
玉
《
　
》
レ
伽
的
e
ゼ
や
小
判
騒
「
基
堅
塗
絵
」

》
　
　
Z
里
6
時
．
Z
r

》　　「里e巾．rr

》　　　　顆座．OT

》　　　　　環境．①

》　　　騒零畔．∞

》
　
（
＝
尺
・
u
H
）
照
騒
曲
　
卜

》
　
駁
秋
e
K
・
蟻
琳
捜
．
①

》
　
　
ヽ
ト
ト
I
u
．
S＜ヽ

．寸

弧
三
．
C

畦
鞘
」
甲
南
廿
．
Z

》　　　　憲報．「

読
聴
薄
墨
嬰
婆
総
I
）
喜
《
　
》
∩
／
雪
」
的
O
I
I
両
柚
6
時
僻
や
ト
珊
騨
∴
白
雲
軍
藍
蕊
・
容
儀
図
匹
．
〇

‥
押
謹
遜
膜
幽

謹
謎
喋
幽
綻
韻
事

地
熱
」
護
持
刃
肘
懲
哩
．
N

肌
に
酌
軸
．
「

（
抑
喬
艇
帯
。
仰
拳
）
寄
贈
“
○

眼
扶
」
謡
嬰
刃
肘
総
理
．
N

轍
に
唾
瞳
．
「

喬
艇
〃
掘
割
小
器
的
束
僻
。
容
儀
．
血

）
里
e
車
．
①

晦
膜
凶
．
S

儲
噛
．
寸

1
人
叶
い
ヽ
ト
ト
ト
妹
騎
高
地
．
8

－
人
叶
い
ヽ
ト
ト
ト
綜
捕
高
地
単
性
単
蜜
働
．
N

固
唾
）
寧
儲
」

（
繕
韓
や
e
佃
襲
e
エ
再
出
蟹
6
－
人
叶
い
ヽ
ト
ト
ト
）
副
慣
－
ふ
叶
い
ヽ
ト
ト
ト
．
皿

悩
愁
」
講
提
中
軸
撹
蛙

脚
に
問
独

儲
貌

－
入
山
時
ヽ
卜
ト
ト
絆
緩
高
閲
塑
性
遵
蜜
償
．
∽

龍
巻
噴
－
叶
ミ
▲
ト
型
口
．
N

融
営
畳
　
」

（
線
醇
や
e
伸
疎
e
青
馬
－
叶
主
上
ト
泰
働
）
副
慣
－
汁
主
上
ト
蜜
牡
．
＜

喋
漠
。
副
喋

Ⅲ
∴
∴
∴
甘

軽
舟
Ⅲ
丑
盤
∴
－
謀

廿
i
∴
∴
巡
礼

（
堰
　
－
　
）
　
棚
田

Ⅲ

　

　

　

廿

　

　

　

瑳

計

　

　

塙

。

駅

（
蝉
糾
－
神
髄
堂
－
擾
乱
）



（教育委員会　→　保護者）

食物アレルギー対応実施決定書

様

様式7－1

平成　年　月　　日

足利市教育委員会

教育長　岩田　昭　印

食物アレルギー対応実施決定について

標記のことについて検討した結果、下記のとおり決定したのでお知らせします。

記

児童生徒氏名 ��僖��r�年　　　組 

対応内容 

対応開始日 兌ﾙ�ﾈ����D�����ﾈ���*�.r�

対　応　内　容 

対　応　レ　ベ　ル（該当レーンレに○印） 剴ﾁ　記　事　項 

【レーンレ1】　　詳細な献立表対応 � 

【レーンレ2】　　弁当対応 � 

【レベル3】　　除去食対応 � 

【レベル4】　　代替食対応 � 

対　応　　中　　止 � 
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（教育委員会　→　調理場）

食物アレルギー対応報告書

足利市0000学校給食共同調理場長　様

様式7－2

平成　　年　　月　　日

足利市教育委員会

教育長　岩田　昭　　印

食物アレルギー対応について（報告）

標記の件について、下記のとおり食物アレルギー対応を実施しますので報告いたします。

対応する レベル 倬�;h�Y�i6ｸ��kﾂ�理由 �/�ｹ��{��新規継続等 の別 儖Xﾖﾂ�

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続統 一変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新規続続 変更中止 ��

1・2 3・4 僖����r� ��ｨﾝxﾊ9zyUﾂ��鰻��ﾉZｩUﾂ�新窺続続 変更中止 ��

※対応する主なレベル、提供する資料について該当するものを○で囲んでください。
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（亘）
（教育委員会→保護者＿学校）食物アレルギー個人カルテ 様式8

1住所“氏名“学校名（保護者記入）　　　　　　　　　作成日　平成　年　月　　日

（ふりがな） 児童生徒氏名 �&ｨ�飲r�生年月日 兌ﾙ�ﾈ������D�������ﾈ���������?｢�

住　所 ��
T 

電　話 ��俾����ｨ���������������������������佝y���｢�

所属校 傅ﾈｧxﾕ｢�学年“組 ���ﾂ�2－ �8�ﾂ�4－ 店�ﾂ�6－ 

所属校 �(hｧxﾕ｢�学年〃組 ���ﾂ��(�ﾂ��8�ﾂ�

2　緊急時連絡先（保護者記入）

優先順位 倩���������kﾂ�続柄 �6I�)MHﾘb�連絡先 （○をつける） 

1 �� ��自宅〃職場〃携帯 

2 �� ��自宅一職場“携帯 

3 �� ��自宅“職場〃携帯 

3　医療機関連絡先（保護者記入）

かかりつけ医療機関 ��変更 

電　話　番　号 �� 

主　治　医　名 �� 

診　　　療　　科 �� 

4　小学校入学以前の状況

（1）保育所“幼稚園における対応（保護者記入）

通園名 ��　園での給食 ＼ 冲ﾈ����k8�冑�?ｩ]�9h�｢�

給食の対応 ��

（2）家庭での食事の対応（保護者記入）

偏食、栄養のと り方、代替食品 など ��

（3）　特に注意を要する事項（保護者記入）

●学校における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本カルテに記載された内容を教職員全員で共有することに同意しま 

すか。 

1．同意する 

2．同意しない　　　　　保護者名：　　　　　　　　　　　㊥ 
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5　小学校用

（1）学校生活上の配慮事項（学校記入）

学年“組 ��D����t�%9D6��2年　組i担任i �9D����v�%9D3��

記入日 僖�����ﾈ�����?｢�年　　月　　日 僖�����ﾈ�����?｢�

診断書 僖�����ﾈ�����?｢�年＿　月1日 僖�����ﾈ�����?｢�

対応レベル ������(������8���B�1　　2　　　3　　　4 ������(������8���B�

給食 �� ��

食物・食材を扱う 活動 運動 宿泊的行事 その他 �� ��

1年間の様子 �� ��

学年“組 的D����v�%9D4��5年i組l担任i 妬D����vﾉ%9D6ﾂ�

記入日 僖�����ﾈ�����?｢�年　　月　　日 僖�����ﾈ�����?｢�

診断書 僖�����ﾈ�����?｢�年　　月　　日 僖�����ﾈ�����?｢�

対応レベル ������(������8������B�1　　2　　　3　　　4 ������(������8������B�

給食 ��！ ��

食物・食材を扱う 活動 運動 宿泊的行事 その他 �� ��

1年間の様子 �� ��
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6　中学校用

（1）申し送り事項（進学時に小学校で記入）

学　校名 傅ﾈｧxﾕ｢�小学校での給食 冲ﾈ����k8�冑�?ｩ]�9h�｢�

給食の対応 ��

その他 ��

（2）小学校時における家庭での食事の対応（保護者記入）

偏食 栄養のとり方 代替食品 など ��

（3）学校生活上の配慮事項（学校記入）

学年“組 ��D����vﾉ%9D6ﾂ�2年　組i担任i �9D����v�%9D6ﾂ�

、記入日 僖�����ﾈ�����?｢�年　　月　　日 僖�����ﾈ�����?｢�

診断書 僖�����ﾈ�����?｢�年　　月　　日 僖�����ﾈ�����?｢�

対応レベル ������(������8����B�1　　2　　3　　4 ������(����8����B�

給食 �� ��

食物“食材を扱う 活動 運動 宿泊的行事 その他 �� ��

1年間の様子 �� ��
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のりしろ

緊急時対応確認票
（ふりがな） 児童生徒氏名 �&ｨ�x��記載日 僖���������ﾈ���������?｢�

生年月日 僖���������ﾈ���������?｢�

1緊急連絡先（保護者記入）　　　　　　　　　2　緊急時医療機関（保護者記入）
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緊急時対応確認票　　　　（蘭8添偶シト：必要に応じ自由に額して鯛してください。）

（ふりがな） 児童生徒氏名 �&ｨ�x��記載日 僖���������ﾈ���������?｢�

生年月日 僖���������ﾈ���������?｢�

1緊急連絡先（保護者記入）　　　　　　　　　　2　緊急時医療機関（保護者記入）

緊 急 時 運 丼ｩ�倆"�圏塾鍵畢 
電話 1 2 3 �9|8ｴ�ｭikﾈ�b�

科　　　先生（不在時　　　　先生） 

絡 先 剴d　話： カルテNo．： 

3食物アレルギーの状況（保護者記入）

原因食品 傲x�2�頻度 侏H淑�鰻��症状 儻�7��

原因食品 ・症状 ※頻度 �� �� �� 

※①必ず出る　⑳まとんど出ない　③時々出る 

アナフイ ラキシー 冲ﾈ������������k2�

年　月　日 傲x�������2�僖���ﾈ���?｢�症　　　状 

緊急時の 処方薬 冲ﾈ������������k2�
□　内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬） 

ロ　アドレナリン自己注射（エビペン㊥）　□その他 

4緊急時の対応内容（事前面談時に保護者と確認しながら学校で記入）

症状 ��顏雲ｹd����_ｹo(��ｽ亶ﾙ��xﾙ�h��9��

症状 　「／● ��顏雲ｹd��_ｹo(ｽ亶ﾙ��xﾙ�i9��ﾂ�
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（調理場　→　学校　一→　保護者　→　学校　→　調理場）

足利市立　　　　　　　学校　　　年　　　組　　氏名

献立対応予定表（保護者確認表）

平成　　年　　　月

様式9

日 况ｩ?｢�対応が必要な メニュー ��鰻冖ﾂ�対応予定 兢ｸﾎﾈ�(,ﾈｦﾙDb�

例：ヒレカツ 凉��豚ヒレ肉に、卵を抜いたフ ライ衣をつけて、別鍋の新 油で揚げます。 ��ｲ�

◎　保護者の確認欄には、その対応予定で大丈夫なら○印を、食べない場合は「食べない」、その

他なにかありましたらご記入をお願いします。

◎　この献立対応予定表と併せて、同封の給食献立予定表（全児童生徒用　※）もご覧ください。

また、新たに食物アレルゲンになるようなメニューや食品がありましたら、同封の【承諾書・

様式10】にご記入ください。

この書類は、【承諾書・様式10】と併せて提出してください。
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（調理場→学校→保護者→学校→調理場→教育委員会）

承　諾　書

足利市立〇〇〇〇学校長　様

承諾書（様式10）と献

立対応予定表（様式9）

は、毎月保護者に届けま

す。

様式10

平成　　年　　月　　日

保護者氏名　　　　　　　　　　印

児童・生徒氏名

学校　　　年　　　組

月分　アレルギー対応食は、別紙献立対応予定表（保護者確認表）（様

式8）のとおり承諾します。

※＿変更又は注意点がありましたらご記入ください。 

※　月　　日までに学校を通じて捷出してください。

受付日　　平成　　年　　月　　日

担任 冽ｸﾎﾈｻ9t��給食主任 乂xﾕｩ+r�

栄養教諭 学校栄養 職員等 �+)yﾘ�ｩ+r�給食室 从ｹ�壱ｩ+r�学校管理 課長 仆8支鴿+r�教育長 
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（調理場　→　学校）

対応食確認表A（配膳室用）

様式11

月　　日（）

クラス 倩�kﾂ�アレルギー原因食品 �<�ｴﾈ馼ﾘ����

1年1組 ��������卵・鶏肉 ��y�?ﾈ.�,ﾈ5��ｸ7h,ﾙy�K(*ｲ�t�7H8�48,凉�,ﾘ諍w�+X,�*"�t)~)8��X��ﾔ��鰻�,ﾙy�,ﾈ諍w��,ﾉtﾉk8/�ｦﾙDh+x.��

〇年○組 �� ��

〇年○組 �� ��

〇年○組 �� ��

〈　個別表示　〉

【記載例】配膳した食器、ワゴンなどに貼付

〇年○組　　氏名〇〇　〇〇 

原因食品　卵 

対応食名　野菜スープ（卵抜き） 

〇年○組 倩�kﾈ�ｨ�ｨ���ｨ�｢�

原因食品 ��

対応食名 ��
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様式13

連絡ノート

〇〇〇・学校・共同調理場から

月　日（）i記入者名（　　　　　　　） 

連絡事項 ��

〇〇〇・学校・共同調理場から 

月　　日　（　） 刹L入者名（　　　　　　　　　　　　　） 

連絡事項 ��

保護者からの声 （必要に応じて連絡帳のコピー等を貼付します）
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○資　　料

○参考文献“参考資料

○マニュアル策定の経過

○学校給食食物アレルギー対策委員会名簿

○学校給食食物アレルギーアドバイザー名簿



資料

アドレナリン自己注射薬（エビペン⑪）の取り扱いについて

アドレナリン自己注射薬（商品名「エビペンd）

「エビペン㊥」はアナフイラキシーを起こす危険性が高く、万一の場合に直ちに医療楼蘭
での治療が受けられか状況下にいる者に対し・事前に医師が処方する自己注射薬です。医

療機関での救急蘇生に用いられるアドレナ時という成分が充填されており、患者自らが注
射出来るように作られています。

・患者が正しく使用できるように処方に際して十分な患者教育が行あれること。
・それぞれに判別番号が付され使用した場合の報告をど厳重に管理されていること。

「エビペン⑬自主医療機関外での一時的な緊急祷助治療薬ですから、万一、「エビペン⑱」が
必要な状態に在り使用した後は速やかに医療機関を受診しなければなりません。

エビペンは本人、もしくは保護者が自ら注射する目的で作られたものである。

エビペンを自らできない状況にある児童生徒を支えて、学校職員等が注射の補助をすることも

場合によってはありうる。
エビペンの取り扱いについては、主治医、保護者、学校（学校医・学校薬剤師）の三者で協

議することに努め、情報の共有化を図るc学校が取り扱えるのは次の場合とする。
㊥　管理指導表により：事前に関係者で話し合い、学校での対応を決めている場合

②・対象児童生徒、保護者は無論のこと、学校職員等も、対応の仕方（エビペンに関する一般
的知識、注射の方法、投与のタイミングなど）の指導を事前に受けている場合。

注射の前には緊急時の連絡をし、保護者に相談するとともに、救急車の要請を行う。

アナブイラキシーではかのに誤ってエビペンを打った場合には、ほてり感や心悸市進（心職が

どきどきする）等の症状が起こるが、あくまでも一時的な症状で15分ほどで元の状態に戻る。

【エビペンの使用手順】

①黒い先端を下に向け、エビペンを片手で
しっかりと握る。もう片方の手で灰色の

安全キャップを外す。

③強く押し付けたまま、致秒間待つ。

∴∴ ∴∴ ��X���h��������Xﾔ稲����蓼/��＿整馨議案 霞蚤軽震雪三寒 ��

覇 畿 

雪撃 ‡彊 �� 刹c萎 

〟　42

②太ももの前外側に垂直になるよう＿黒い先

端を強く押し付ける。

蔓 事、二三一、 ∵意〕 雄一、 ∴ �ｨﾋ��ﾈ�y~ﾉ�b��X-ﾈ-h�������ﾈ�ﾈ�ﾒ�j厭X�B� 

圭ニー �鞋y}ｸ���

．亀‾瀦＝筆 頭議題繋麗溺＿ 

④外したとき、黒い先端から、針が出てい
たら完了。

∴三〇 ＿式言継－ －一五〇回〇十㌔∵‾ 

よ； 
’‾　　－‾　‾　暮色＝ 

。〆i＝　ii 

富、重要諸 
。三重遼寧 針が出ていれば完了！ 

出典：「学校のアレルギー疾患に対する取組」

栃木県教育委員会　平成23年3月



（仮称）学校給食食物アレルギー審査会設置要領

（設置）

第1条　児童生徒の食物アレルギー症状を的確に把握することで、本市学校給食における食

物アレルギー対策を適正に実施するため、「（仮称）学校給食食物アレルギー審査会」（以下

「審査会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条　審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

（1）保護者からの食物アレルギーに関する申告内容の評価に関すること。

（2）保護者からの食物アレルギーに関する申告に対し、食物アレルギー対応を行う場合

に必要な助言・指導に関すること。

（3）その他、足利市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が本市食物アレルギ
ー対策実施上必要と認めること。

（組織）

第3条　審査会の審査員は3人以内とし、次に掲げるもののうちから教育長が委嘱する。

（1）食物アレルギー専門医

（2）学校医

（3）病院関係医師

（審査）

第4条　教育長は、食物アレルギーに関する調査に基づき、児童生徒の保護者から食物アレ

ルギーに関する報告があった場合は、審査会を招集し、その報告内容に関し評価を求める

ものとする。

2　審査員は、教育長から評価を求められた場合、内容を審査し教育長にその結果を報告す

るものとする。

3　審査会は、審査員の合議により評価・判定を行うものとする。

（事務）

第5条　審査会の事務は、教育委員会事務局学校管理課学校給食室において処理する。

附　則

この要綱は、平成　年　月　　日から適用する。
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予定献立表（例）

平成年塵
1月の献立表（小学校）

今月の目標　く　感謝して食べよう　〉　　　　（回）足利市学校給食共同調理場

日 况｢�こ　ん　だ　て　め　い �*���.��(��,��h+8�┴�(��.���.h��,��剩�l， �4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｲ�ｶ6�ﾈ�｢�
一寸1　℃ヽ �9�H��6����主・1，ヽ　ス 

おもに体をつくる �*�.�,��ﾈ,ﾉ+(��/���*h.��おもに熱や力のもとになる 凾ｽんばく質 （曾） 

10 ���黒パン　牛乳　コーンシチュー 从ﾙ?ｸ��,h.�?r�7��ｸ5(98���h4�8ｨ�ｸ8��プロツユノーか）フラワー にんじんとうもろこし �7�98����7ﾘ8�6ﾈ�ｸ5��+h.�*ｨ*(.���7ﾘ�ｸ4ｨ6ﾘ92�マヨネーズ 田釘�
肉だんご（2コ）　ゆでやさい 凾ｦだ豆　　たまねぎ 剴#x�C"�

11 ��R�ごほん牛乳 いかとだいこんのにものなっとう もやしとにらのソテーゼリー 从ﾙ?ｸ��*(*��-H+ﾙ?r�,�,�,h*B�にら　だいこん にんじんもやし �+(-�/���+(-ﾈ*�-H.r�,X/�-X/���+8,h*B�+�/�,�.�*ﾘ�X5ｸ8ｨ�ｲ� 田32�#��CR�

12 冦��ごほん　ふりかけ　牛乳　すぶた 从ﾙ?ｸ��-H+ﾙ?r�+ﾘ-ﾈ+"�にんじんたまねぎ いんげんしいたけ �+(-�/���*�-H.r�,X/�-X/��ふりかけ 田3��
あつやきたまご　くだもの（みかん） 凾ｽけのこ みかん �+8,h*B��#(�CB�

13 仞��ハニーパン　牛乳　おきりこみ 从ﾙ?ｸ��+ﾘ+��,h.�?x��oｸ*�+������にんじんねぎ とうもろこししいたけ �7�98����*�-H.r�+8,h*(.�� 田s"�
たこナゲット（2コ）コーンサラダ 凾ﾍくさい　きゅうり 　　キャベツ �-�*H,h*B��#(�Cb�

16 佇��ごほん　牛乳　おでん 从ﾙ?ｸ��6�8��+8,(-ﾈ*�+�+�/�-B�にんじんだいこん いんげんキャベツ �+(-�/���*�-H.r�+�/�,�.�*ﾘ��揵I�+�� 田CR�
肉しゆうまい（2コ）　カレーやさいいため �+�*ﾘ.ﾘ��,(-ﾘ.｢�*H+�.x+ﾘ-ﾈ+(-H+ﾙ?r�もやし たまねぎ �+8,h*B��#h�CB�

17 ���コッペパン　はちみつ　牛乳 从ﾙ?ｸ��������,h.�?r�パセil　　キャベツ �7�98����������*�-H.r�はちみつ 都�r�3(�CB�ポタージュとりの照り焼き ツナサラダ �686������h4�8ｨ�ｸ8��7��ｸ5(92�とうもろこしきゅうり 　　たまねぎ �,ﾘ+�-ﾘ,"�

18 ��R�ごはん　牛乳 从ﾙ?ｸ��������-H+ﾙ?r�にんじん　ねぎ �+(-�/���������*�-H.r� 都�R�マーボどうふ春巻き 豆乳デザートあえ �,h*H-2�にら　　　しいたけ �,X/�-X/�������+(-ﾈ*�-H.r�
みそ �+ﾘ-ﾈ,ｸ*ﾈ-ﾘ*�/��+ﾘ*�,ﾈ+�.�.�7�4892�さとう　　小麦こ とうにゆうゼリー �25．1 

．19 ���m��ごほん牛乳 ぶた肉と呈いものにもの 焼き魚（ほっけ）おひたし 从ﾙ?ｸ��-�,�*��-H+ﾙ?r�にんじんだいこん ほうれん草いんげん もやしはくさい 　しいたけ �+(-�/���*�-H.r�+�/�,�.�*ﾘ��+(-ﾈ*�-H.r�+8,h*H��+8,h*(.�� 田#��#x�C��

20 仞��食パン　チョコクリーム　牛乳 从ﾙ?ｸ��������+�*(+��にんじん　たまねぎ �7�98����������*�-H.r�チョコクiノーム 田sr�ポークピーンズ　　ツナオムレツ �-H+ﾙ?x������6��ｸ5��キャベツ　アスパラガス �+h.�*ｨ*(.�����6�8ﾈ685h92�

ブロッコリーサラダ �686��ブロッコリーとうもろこし �+8,h*B�6�8x5(4�8ｨ�ｸ8��ドレッシング �#��C��

23 佇��ごほん　のりつくだに　牛乳 从ﾙ?ｸ��������*(*��にんじん　はくさい �+(-�/���������*�-H.r�のりのつくだ に 田#��はくさいと肉だんごのうまに いかの照りマヨ焼きくだもの（オレンジ） �,h.�?x������,ﾈ.��いんげん　たけのこ �+8,h*H��������+(-ﾈ*�-H.r�
ぶた肉． �4�8ﾈ985x+X*(+ﾘ*������+ﾘ-ﾈ,ｸ*ﾂ�でんぷん　　　マヨネーズ �27．9 

24 ���米こパン　牛乳　やさいスープ 从ﾙ?ｸ��-H+ﾙ?r�7��ｸ5(98��8��ｸ4�8ｸ6r�にんじん　たまねぎ パイン　キャベツ �7�98����*�-H.r�+h.�*ｨ*(.���揵I�+��ソース 都���ふた肉コロッケ いちごヨーグルトあえ 凾ｵめじ　　　みかん �*(+�+(5ｸ8ｨ�ｸ��7�98+���#X�C��

25 ��R�ごほん　牛乳 从ﾙ?ｸ��������+ﾘ-ﾈ+"�こんじん　たまねぎ �+(-�/���������*�-H.r�バーモント ソース 都���#H�C��ポークカレーオムレツ かいそうサラダ �-H+ﾙ?x������*�*(+ｸ*B�キャベツ とうもろこし きゅうり �+h.�*ｨ*(.�����6�8ﾈ685h92�

26 冦��ごほん牛乳みそ汁 とり肉のにらソースきんぴら かんぴょう入りオレンジゼリー 从ﾙ?ｸ��,h.�?r�*ｸ,(-ﾈ*�+�.ﾘ*�-��にら　ごぼう にんじんねぎ �+(-�/���+(-ﾈ*�-H.r�,X/�-X/���*�-H.r� 田湯�
あぶらあげみそ ぶた肉 �*�/�-(.X*B�さとう　　こんにゃく じゃがいも �28．2 

27 仞��チョコチップパン牛乳ちゃんぽんめん チーズ入りとうふステーキ くだもの（ぽんかん） 从ﾙ?ｸ��*(*��-H+ﾙ?x��6��ｸ5��にんじんキャベツ にら　もやし �7�98���*�-H.r�+�.H*H*�-�/�� 都Cb�
なると　　　とうふ �-ｸ/�*�/��チョコレート �27．6 

30 佇��ごほん牛乳なめこじる 　　　◆　◆ 从ﾙ?ｸ��-ﾘ+ｲ�,h*H-8��-H+ﾙ?r�かきな　たまねぎ 　　キャベツ �+(-�/��,X/�-X/�� 田S��和風ハンハーグ おひたしいちごプリン �,h.�?r�ねぎ　なめこ �+8,h*B��#x�Cb�

31 ���コッペスライスパン　牛乳 从ﾙ?ｸ��������-H+ﾙ?r�にんじん　とうもろこし �6�98����������6�8ﾈ685h92�バ「モント 田c��#8�H�C��ぎょうざスープソーセージ ポテトサラダ �5ﾈ�ｸ5ｨ�ｸ5r�ねぎ　　　チンゲンさい �+h.�*ｨ*(.��
えび �,ﾘ*ﾘ+8*"�*ｸ.8*H.��小麦こ �5ﾈ�ｸ5��

認詰諾寮課業尋　　今月のきゅうりは足利産のものを使用しています。 ※献立は、都合により変更になることがあります。1月24日～30日は、学校給食週間です。 劔剪�

1月24日～30日は、学校給食週間です。 
地産地消をテーマに足利産及び栃木県産の材料を使用した献立を実施します。 

24日米粉パン（米粉） 。ちご入り∃＿グルトあえ（。ちご∃＿グ壷麗総騒 　ぶた肉コロッケ（ぶた肉） 　　　　　　　　‾蜜舞 

26日　とり肉のにらソースかけ（にら）　　　　　「宴i糞　＿鷺も馳 

30日蒜驚喜‾‘かんぴょう）鶉麗覇 
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詳細献立表（例）

献立．登録表　　（児童用）

平成　　年1月　17　日　（火）

【献立名】2401171コッペパン　はちみつ　牛乳．ポタージュ
○鶏肉の照り焼き　ツナサラダ

個数提供 時の 総重量 　g 倬�;h����自�ﾉ9h��.��

正味 重量 g �%��ﾈ諍w�� 

010141A　　コッペパン ��82．80 ���C��ﾌ"� 

2101602　　アップルハニー（武州） ��15．00 ���C��ﾌ"� 

2101001　牛乳（小中各200ml） ��206．00 �� 

1300401　　牛　乳（紙） ��206．00 ���C��gｲ� 

3021029　　0鶏肉の照り焼き（もも50．60） ��50．10 �� 

1121529　　鶏モモ切身（漬け込み） ��50．00 ���C����� 

1400601　　サラダ油 ��0．10 �� 

3071134　　ツナサラダ（ex使用） ��60．00 �� 

06065　　・きゅうり　果実、生 ����X�C3��｢�115．00 �� 

06061　　　キャベツ　結球葉、生 ���#h�Ccx�｢�20．00 �� 

25．00 �� 

3051101　0コーンポタージュ ��106．05 �� 

1118330　　　ショルダーベーコン　千切 ��10．00 �� 

06153　　　　たまねぎ　りん茎、生 ���3��C���｢�30．00 �� 

1800501　　うらごし　コーン ��20．00 �� 

1300403　　牛　乳（調理用） ��30．00 �� 

1400601　　サラダ油 ��1．00 �� 

1710406　　新ポタージュェースコーン ��11．00 �� 

1706303／　ホワイトペッパー ��0．05 �� 

17012　　　　食塩 ��0．50 �� 

1301501　　生クリーム ��3，00 �� 

06239　　　パセリ　葉、生 �����CSh�｢�0．50 �� 

献　立　合　計 �519．95 

所要栄養素基準 
充　足　率　C∴ 
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加工食品配合表（例）

商　品　内　容　表

業者名
商品名　　エクシードツナサラダ30　　　　　坦　格　　　1kg／6袋

商品特徴：●　レモン果汁を加え、後味がさっぱりとしたツナサラダです。

●　サンドイッチ、焼成パンの具材としてご使用いただけます。

保存方法‥冷蔵（1℃～10℃）に保存
＊調理方法・時間等を記入する。

そのままご使用ください。
＊食品添加物は、使用品名すべてを記入する。

酢酸Na、タマリンドシードガム、カラギナン、グリシン、Lプルタミン酸ナトリウム
米容器包装の材質“形態：PE、PA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※賞味期限：60日間

栄養成分（100g中）

エネルギー（Kcai） 剴#cr�
ー　水　　分　（g） 剴c��CB�

たんばく質　（g） 剴x�C��

脂　　質　（g） 剴#8�Cr�

炭水化物　（g） 剴X�C"�

灰　　分（g） 剴(�CB�

無 機 質 �6�6x8ｨ4X8��蒙x�｢�都3��

カリウム（mg） �149 

カルシウム（mg） �28 

マグネシウム（mg） �15 

リ　ン（mg） �121 

鉄　（mg）i �0．5 

亜　鉛（mg） �0．4 

ビ タ ー、 ン 類 ���レテノール　　（〝g） ����l一方ロテン当量（ug） ��ﾂ�

レテノール当室（〟g） ����

Bl　（mg） �0．04 

B2　　（mg） �0．05 

ナイアシン（mg） �3．3 

C　　（mg） �2 

食 物 繊 維 ��Yv��ｸ���堀�｢����C"�

不溶性（g） �0．3 

総　量　（g） �0．4 

食塩相当量（g） 剴��C��

（五訂増補日本食品標準成分表による）

計算値 凵� 

実測値 俾������ 

公的機関 ��

原材料名 僭ｨﾘxｨHﾘr�アレルギー物質名 伜�&��GMO 

ドレッシング �3��Cb� �?ｩgｹ�ﾂ�有t無 

（植物油脂、 ��大豆 �?ｩgｹ�ﾂ�不分別 

醒造酢、 ��りんご �?ｩgｹ�ﾂ�有・無 

鶏卵、 ��卵 �?ｩgｸ��4�8�8ｨ4ｩ�ﾂ�有“無 

砂糖、 �� �?ｩgｹ�ﾂ�有・無 

食塩、 �� �?ｩgｹ�ﾂ�有“無 

でん粉） ��小麦 �?ｩgｹ�ﾂ�有”無 

まぐろ水煮 �3��C�� �48986�6ﾈ5h4��2�有“無 

たまねぎ �#X�C2� �(hﾙ��ﾂ�有“無 

レモン果汁 ���C�� �485�6ﾘ4��ﾂ�有〃無 

乳たん自 ���Cb�乳成分 �4�8�985��ﾂ�有・無 

酢酸Na ���CB� �?ｩgｹ�ﾂ�有“無 

増粘多糖質 ���C2� �4�8�8ｨ4ｩ�ﾂ�有“無 

グリシン ���C2� �?ｩgｹ�ﾂ�有・無 

調味料（アミノ酸） ���C"� �7�6x6�8��ﾂ�有・無 

清水 ���CR� ��ﾂ�有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有“無 

有・無 

有・無 

有“無 

有〃無 

有“無 

合　　計 �����3��� 

※原材料で特定原材料を使用している場合は●印をつける。　コンタミの可能性があるものには▲印を付ける。

特定原 材料の 有無 ��ﾂ�卵 ��ﾂ�乳 ��ﾈ���小麦 ��えび ��かに ��そば ��落花生 �� 
あわび ��イカ ��いくら ��オレンジ ��キウイ ��牛肉 ��クルミ ��さけ 

さば ��ﾂ�大豆 ��鶏肉 ��バナナ ��豚肉 ��ったi ��もも ��やまい 

● �.�/�+"� �5ｸ8�6�92� �� �� �� �� �� ��

※コンタミ（コンタミネーション）：製造ラインに由来する汚染を意味し、同一ラインで製造している他の製品のアレルギー物質が混入すること。
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学校給食食物アレルギー対策委員会設置要領

（設置）

第1条　本市における食物アレルギー症状を有する児童生徒が、生涯にわたり健康な生活を

送れるよう、学校と家庭が連携を図りながら、学校給食での適切な対応を推進するため、

「学校給食食物アレルギー対策委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第2条　委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（1）学校給食における食物アレルギー対策に関すること。

（2）学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの策定に関すること。

（組織）

第3条　委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織し、足利市教育委員会教育長が委

嘱する。

2　委員長には、教育次長の職にある者、副委員長には学校管理課長及び学校教育課長の職

にある者をもって充てる。

3　委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

4　委員長は、会務を総理する。

5　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第4条　委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2　委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことがで

きる。

（作業部会）

第5条　委員会に、委員会の円滑な運営のため、食物アレルギー対策の基礎的な調査研究を

行う作業部会（以下「部会」という。）を置く。

2　部会は、部会長、副部会長及び部員をもって組織する。

3　部会長には学校給食室長、副部会長には学校教育課担当指導主事、学校給食共同調理場

長をもって充てる。

4　部員は別表2に掲げる者をもって充てる。

5　第3条第4項及び第5項並びに前条の規定は、部会について準用する。

（アドバイザー）

第6条　食物アレルギーを有する児童生徒への対応について専門的な立場から指導・助言を

受けるため、学校給食食物アレルギーアドバイザーを置くことができる。

（庶務）

第7条　委員会の庶務は、教育委員会事務局学校管理課学校給食室において処理する。
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附　則

この要領は、平成23年　4月　1日から適用する。

この要領は、平成23年　6月　1日から適用する。

別表第1（第3条関係）

健康福祉センター　小学校長　　中学校長　　小学校養護教諭 �(hｧxﾕｩwｸﾎﾈｻ9t��

栄養教諭　小学校給食主任　中学校給食主任　保護者代表 ��

別表第2（第5条関係）

学校給食室職員 �+�,x.�攣�X蹴�

≪対策委員会≫

所属 ��R�氏名 

委員長 仆8支効醜橙�教育次長 ��

副委員長 乂xﾕｨｬyyﾘ擺�課長 ��

副委員長 乂xﾕｨｻ8支擺�課長 ��

委員 ���ｸﾉ(ﾔ餾�85ｨ985��ｲ� ��

委員 ��ｸ�ｸ抦ｧxﾕ｢�小学校長代表 ��

委員 ��ｸ�ｹ(hｧxﾕ｢�中学校長代表 ��

委員 ��ｸ�ｸ抦ｧxﾕ｢�小学校養護教諭代表 ��

委員 �ｨ�ｨ�ｩ(hｧxﾕ｢�中学校養護教諭代表 ��

委員 ��ｸ�ｸ抦ｧxﾕ｢�栄養教諭代表 ��

委員 ��ｸ�ｸ抦ｧxﾕ｢�小学校給食主任代表 ��

委員 ��ｸ�ｹ(hｧxﾕ｢�中学校給食主任代表 ��

委員 ��保護者代表 ��

≪作業部会≫

所属 ��R�氏名 

一部会長 乂xﾕｨｬyyﾘ攤ｧxﾕｨｸｹ�壱｢�室長 ��

副部会長 乂xﾕｨｻ8支擺�指導担当指導主事 ��

副部会長 �8ﾉYHｺI:�+)yﾘ�ｩ+r�場長 ��

副部会長“ �>ﾈ蓼ｺI:�+)yﾘ�ｩ+r�場長 ��

部員 �+�,x.�擺�栄養士 ��

部員 乂xﾕｨｸｹ�壱｢�給食担当副主幹 ��

部員 �8ﾉYHｺI:�+)yﾘ�｢�栄養職員 ��

部員 粕��栄養士 ��

部員 �>ﾉYI�h蓼ｺI:�+)yﾘ�｢�栄養職員 ��

部員 粕��栄養士 ��
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学校給食食物アレルギーアドバイザー設置要領

（趣旨）

第1条この要領は、学校給食食物アレルギー対策委員会設置要領第6条に規定する学校給食

食物アレルギーアドバイザー（以下「アドバイザー」という。）の設置に関し必要な事項を

定めるものとする。

（所掌事務）

第1条　アドバイザーは、学校給食食物アレルギー対策委員会（以下「対策委員会」という。）

の求めに応じ、食物アレルギー対応マニュアルを策定するに当たり、次の事項について必

要な指導・助言を行う。

（1）食物アレルギーに関する医学的知見に関すること。

（2）食物アレルギー症状に対す基本的対処方法に関すること。

（3）食物アレルギー対応食に関すること。

（4）その他、食物アレルギー対策に関し必要と認めること。

（組織）

第2条　アドバイザーは3人とし、次の各号に掲げるもののうちから、足利市教育委員会教

育長が委嘱する。

（1）食物アレルギー専門医

（2）学校医

（3）病院関係栄養士

（任期）

第3条　アドバイザーの任期は、対応マニュアル策定までの期間とする。

（会議）

第4条　会議は、対策委員会委員長が必要に応じ招集する。

（庶務）

第5条　会議の庶務は、教育委員会事務局学校管理課学校給食室において処理する。

（補則）

第6条　この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附　則

この要領は、平成23年　4月　1日から施行する。

この要領は、平成23年　6月　1日から施行する。
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研究事業「食物アレルギーの発症・重症化予防に関する研究」
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・「学校給食を中心とした食物アレルギー対応の手引」（栃木県教育委員会）平成22年

・「学校のアレルギー疾患に対する醜」（栃木県教育委員会）平成23年3月

・「平成23年度アレルギー疾患に関する取組講習会資料」（栃木県教育委員会）平成23年

・「学校給食アレルギー対応マニュアル」（神戸市教育委員会）平成19年6月

・「食物アレルギーによるアナフイラキシー学校対応マニュアル2005」（財団法人日本学校保健会）

・「食物アレルギー対応の手引」（仙台市教育委員会）平成20年3月

・「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」（宇都宮市教育委員会）平成17年10月

・「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」（都賀町教育委員会）平成20年4月

・「食物アレルギー対応の手引」（足利市立保育所）平成19年4月
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マニュアル策定の経過

対策委員会

回 弍ｨ��?｢�主　な　協　議　内　容 

第1回 兌ﾙ�ﾃ#9D��xﾈ���?｢�・学校給食食物アレルギー対策委員会設置要領について 

・アレルギーアドノYザ」設置要領について 

・学校給食実施基準及び同基準の施行について 

・足利市の学校給食における食物アレルギーの現状について 

第2回 嶋ﾈ���9?｢�・食物アレルギー対応マニュアルの基本構成について 

・目的や背景等について 

・食物アレルギーについて（定義、アレルギーの症状、アナフイラキシー、食物 

アレルギーの病型、食物アレルギーの原因） 

第3回 嶋ﾈ�3�?｢�・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギ－、、の対応について 

第4回 祷ﾈ���#�?｢�・基本揺成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について継続協議） ・9月議会一般質問について（報告） 

第5回 ���ﾈ���?｢�・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について継続協議） 

第6回 ���ﾈ�#i?｢�・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について縦続院議） 

第7回 ���ﾈ����?｢�・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について継続協議） 

第8回 ���ﾈ�3�?｢�”・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について鰯 

第9回 ��(ﾈ�#�?｢�・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギーへの対応について鰯 ・12月議会「般質問について（報告） 

第10回 兌ﾙ�ﾃ#ID��・基本構成第Ⅲ部　食物アレルギー、、の対応について．（継続醗勃 

1月11日 ��XﾜX�ﾋHﾖXﾋH粂,�,(*(,B�

第11回 ��ﾈ�#Y?｢�・マニュアルのタイトルについて 
・最終案について 

・今後のタイムスケジュールについて 

第12回 �(ﾈ�#(��?｢�・最終案について ・今後の主なスケジュールについて 

※対策委員会にはアドバイザーも毎回出席しています。

作業部会

回 弍ｨ��?｢�主　な　協　議　内　容 

第1回 兌ﾙ�ﾃ#9D��・今後の進め方について 
7月11日 ��Y�c(���鞜H効醜檠WHｶ8粂ﾈ��舒馮ｸﾕﾉ�ﾉ�d���uYYH�ｨ,�,(*(,B�

第2回 嶋ﾈ�#Y?｢�・第3回対策委員会付議案件（基本構成第Ⅲ部）について 

第3回 祷ﾈ�#�?｢�・第4回対策委員会付議案件（基材萬成第Ⅲ部）について 

第4回 ���ﾈ���i?｢�・第5回対策委員会付議案件（基構成第Ⅲ部）について 

アドバイザー会議

回 弍ｨ��?｢�主　な　協　議　内　容 

第1回 兌ﾙ�ﾃ#9D��xﾈ���?｢�・学校給食食物アレルギー対策委員会設置要領について 

・アレルギーアドバイザ＋設置要領について 

・学校給食実施基準及て）洞基準の施行について 

・足利市の学校給食における食物アレルギーの現状について 

第2．回 嶋ﾈ��y?｢�・食物アレルギーについて（定義、アレルギーの症状、アナフイラキシー、食物 
アレルギーの病型、食物アレルギーの原因） 
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学校給食食物アレルギー対策委員会名簿

《対策委員会委員》

委員長　　　川田　陽一

副委員長　　長倉　勝

副委員長　　斎藤　芳徳

委　　員

委　　員

委　　員

委　員

委”員

委　　員

委　　員

委　　員

関口　昌代

松本　静枝

須藤　浩之

落合　宏子

石井　仁子

大畠　昌枝

山口　恵子

吉海　里美

委　員　　　大谷　弥生

委　員　　森　美恵子

委　員　　坪山　成美

《作業部会》

部会長
副部会長

副部会長

副部会長

部　　員

部　　員

部　　員

部　　員

部　　員

部　　員

坂本　正昭

長竹　岳志

根本　昇

川島　秀夫

梶山　三恵

伊藤　徹

大竹　和恵

柏瀬　伸江

小倉　八千代

永濱　典子

足利市教育委員会教育次長

足利市教育委員会学校管理課長

足利市教育委員会学校教育課長

栃木県安足健康福祉センター栄養難病担当係長

足利市立筑波小学校長

足利市立北中学校長

足利市立葉鹿小学校養護教諭

足利市立西中学校養護教諭

足利市立山辺小学校栄養教諭

足利市立南小学校給食主任

足利市立坂西中学校給食主任

足利市小中学校PTA連合会副会長

食物アレルギーの子をもつ保護者

食物アレルギーの子をもつ保護者

足利市教育委員会学校管理課学校給食室長

足利市教育委員会学校教育課指導担当指導主事

足利市教育委員会学校管理課学校給食室東部学校給食共同調理場長

足利市教育委員会学校管理課学校給食室南部第三学校給食共同調理長

足利市福祉部こども課こども担当栄養士

足利市教育委員会学校管理課学校給食室給食担当副主幹

足利市教育委員会学閥謹韻学閥舘壇東部学校給食共同調理場栄養職員

足利市教育委員会学校管理課学校給食室東部学校給食共同調理場栄養士

足利市教育委員会学校管理課学校給食室南部第三学校給食共同調理場栄養職員

足利高教蕎委員会学校管理課学校給食室南部第三学校給食共同調理場管理栄養士

学校給食食物アレルギーアドバイザー名簿

学　　　校．　医　　賀川　治美　　賀川診療所院長

食物アレルギー専門医　　島村　泰史　　こどもクリニックしまむら院長

病院関係栄養士　　樋桁　千恵子　足利赤十字病院栄養課長
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